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特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
写真：クボタの救済金支払い規程発表を受けた患者・家族らの記者会見（4.17・尼崎）



第15回国尻賞のお知らせ

海の男として出発し、公害Gメンの名で全国名地の反公3・環境保全と労働安全術生運動の人々

に親しまれたl干l尻宗11(-1さんが亡くなったのは1990年7月4日のこと。田尻さんの所！助のMドl1を伝え

ようとはじまった田尻11:も、第 15回目を数えることになりました。第 15巨im尻1！は、以下のl個人・

l団体におJI作りすることに決定いたしました。

第 15回凹尻1！表彰式は7J-l 9日（Fl）午後211寺30分から、東ぷ・四谷の主婦会館プラザエフで行

います（別掲案内図参照＝無料）。受1！者の生の声を;if:~ ＇＂お llrlき下さい。今回は、 日lj掲のような記

念講演も予定されています。また、式後には懇組会ももたれます。奮ってこe参）JllFさい。

．アスベスト被害者・患者のために奔走されている古川和子さん

－「水俣Jを子と、もたちに伝えるネットワーク

0記念講演「アスベスト問題の到達点と課題」

古谷杉郎（基金事務局、石綿対策全国連絡会議事務局長）

表彰式／2006年7月9日（日）午後2時半～511寺

参Jm1~~料

主刷会館プラサ、エフSFスイセン

懇親会／2006年7月9日（日）午後5時～6時

参）J l l1!t~料

主!h1｝会館プラザエフSFパンジ一

会 J訪／京J;(/11＼千代川区7穴

TEL03-3265-8ll 1 

JRILl:Iッ谷駅麹II町駅11徒歩］分

地下鉄（丸の内線・尚北線）

II!:!ッ谷駅徒歩2分

。田尻宗昭記念世話人・会計監査

⑨ 

位話人代表：鈴木武夫（元凶立公然衛生｜坑院長）、安点宏祐、宇井純0111純大学名誉教援）、lJII

藤彰紀（大組模林道問題全｜主｜ネットワーク）、木下泰之（世田谷区議）、 •I工谷典児（奈良県立医

科大学医学部教授）、斎藤白太（（社）神奈川労災職業病センター理事長）、酒｝I：一博（(lit）労働

科学研究所常務理事）、ti'111<文雄（エネルギージャーナル）、塚谷恒雄（京都大学経済研究所教

授） 、 天明千I~I主（全国労働安全衛生センター連絡会議議長）、土井たか下（元衆議院議長）、永，JI:

進（法政大学経済学部教陵）、原田正純（熊本学園大学社会前~ii：ー学部教授） 、 平野喬（（財）地球・

人間環tJlフォーラム）、村旧徳治（術開資源研究所所長）、事務局長：占谷杉C!I¥

会，n-監査：1片JII;;kー（弁護 u、fill出正（弁護士）

同基金発表文から抜粋
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2006年4月17日、「旧神崎工場周辺の石綿疾病
患者並びにご家族の皆様に対する救済金支払い
規定」（以下、救済金規定）が公表された（クボタ
発表資料を5頁以下囲みに掲載）。中皮腫・アスベ
スト疾患・患者と家族の会（尼崎支部）、尼崎労働
者安全衛生センター、関西労働者安全センターの
患者・家族・支援団体とクボタとの話し合いによる合
意に基づくものである。
これでひとまず、多数の中皮腫被害者の早期救
済が一定実現することになった。ただし、積み残し
た課題は少なくなく、尼崎の運動は今後も続いてい
く。
クボタ報道開始から1年、アスベスト問題をめぐる
情勢は大きく変化し、様々な課題に少なからぬ人
が取り組むようになった。行政、企業の担当者や幹
部の認識も相当変化した。そして、これからは過
去、現在の企業・行政行動の真相が明らかにされ
ていくことになる。そうした中で、泉南地域のアスベ
スト被害についての国家賠償裁判が開始されたよ
うに、これからは法廷での闘いも開始されていく。
石綿新法のような、まやかしの石綿被害者「救済」
政策に対する闘いは、こうした法廷闘争を含みな

がら、各地域、職場、職域での運動と連動し、関連
企業、産業界、国との対決局面へと向かう。
産業政策の犠牲者、踏み石とされることを拒否

する闘いは必然的に、同様の存在としての水俣病
などの公害、薬害、職業病被害者との共同闘争と
して取り組まれていかざるを得ない。
すでに多くの人たちが気がついている。「命の
安売り、切り売りはもうたくさんだ。なんとしても決着
をつける」と。
さて、とりあえず本稿では、本誌2005年9・10月号
でクボタショックまでの報告をした以降のクボタ問題
とこれらをめぐる経緯と現状を報告するとともに、今
後の課題について考えてみたい。

決定的疫学証拠

公害、職業病裁判などでは当たり前のことになっ
ているが、因果関係が第一の問題となる場合、疫
学証拠が決定的役割を演じる。科学的な因果関
係の判断で、最も重要なのは疫学証拠である。こ
れは法廷だけではない。職業がんなどの労災認
定基準の検討で最も重視されるのは疫学証拠で

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面

尼崎クボタ・アスベスト公害
補償問題で当面の合意
完全救済と全容解明をめざす
片岡明彦
関西労働者安全センター事務局次長
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あることは関係資料を見ればよくわかる。
昨年7月から開始された車谷典男（奈良県立医
科大学教授）、熊谷信二（大阪府立公衆衛生研
究所課長）両氏によるクボタ旧神崎工場周辺の中
皮腫を対象とする疫学調査は、2回の中間報告を
経て、本年3月31日付で報告書がまとまり、調査を依
頼した尼崎労働者安全衛生センターと関西労働
者安全センターに提出された（「尼崎市クボタ旧神
崎工場周辺に発生した中皮腫の疫学評価」（以
下、車谷・熊谷報告）。本誌に全文収載。）。
報告書は、中皮腫のリスク評価、リスク評価及び

これと独立した拡散シュミレーションに基づく周辺
石綿濃度分布の推定の2部構成で、末尾には今
後の課題がまとめられ、問題提起が行われている。
内容については報告書にゆずるが、報告書の結論
は、旧神崎工場の周辺に集積している中皮腫発生
と同工場との因果関係を肯定していると認められ
る。
昨年の7月、尼崎に在住歴のある中皮腫患者、
家族の方から電話相談が多数にのぼるという異
常事態を受けて、関係者の間で尼崎市内で緊急
の会合を持った。この時点の相談例について在
住地点を地図上にプロットした当時の会議資料を
みると、38例が示されている。6月29日のクボタ報道
開始時点で確認できていたのは、療養中3名、亡く
なられた方2名だったので、半月足らずの間に実に
8倍近くになっていたのである。会合に出席した誰
もが言葉を失ったのだった。
汚染の原因者はクボタ以外には想定できないこ

とは誰が考えても明らかだった。早晩、クボタが責
任を認めるということは十分予想されたが、最悪の
場合には、裁判で決着をつけなければならない。
その場合、因果関係の科学的評価が不可欠にな
るという判断が、車谷氏らに調査を依頼した理由
だった。
またなによりも、かかる重大な事実を前にして科
学的な評価を行うことは、この問題に関わった者の
責務だというのが、多くの関係者の自然な受け止
め方であった。もし、その結果因果関係が確認で
きなかったとしてもそれはそれでいいのであって、あ

くまで、科学的真実に基づいた行動をとることもま
た前提だった。
中間的な報告は、8月28日東京での中皮腫・じん
肺・アスベストセンター主催シンポジウム（報告者：筆
者）、11月23日大阪での日本職業・災害医学会シン
ポジウム（報告者：車谷氏）で行われて、マスコミ報
道もあったが、例数が増えるごとにリスクの評価値
は上がり、因果関係はより明確に表現されるように
なっていった。

無力示した国・自治体調査

クボタに端を発したアスベスト問題の社会化の
中で、国は環境省に「石綿の健康影響に関する検
討会」（以下｢環境省検討会」という）を立ち上げ、
「一般環境経由におけるアスベストの健康影響に
ついて」調査するとして、以後、尼崎を含む兵庫県
内における2002年から2004年までの3年間の中皮
腫死亡者の調査等を行っていくことになる。検討
会座長の桜井治彦氏（中災防労働衛生調査分析
センター所長）が過去に日本石綿協会との密接な
関係があったことが暴露されて出だしで「解任」さ
れ、内山巌雄氏（京都大学教授）が座長となったと
いういわくつきの検討会である。（環境省検討会を
はじめ、この間、いくつかの国レベルの検討会が設
置され、また各種の委託研究等が行われているの
で、これらの実態検討が重要だろう。）
環境省検討会は、4月27日の第7回検討会で「兵
庫県における石綿の健康影響実態調査報告」
（以下、｢環境省検討会報告｣という）をまとめた。
環境省検討会報告では、3年間の兵庫県内中
皮腫死亡者222名について、調査対象遺族のうち
県内居住で同意を得られた143名について聞き取
り調査を実施できているが、あとの79名（県内居
住で同意拒否70名、県外居住9名）は調査できな
かったという、大きな問題点を含んでいるなど不十
分な内容であるが、それでも、クボタ旧神崎工場の
あった尼崎市小田地区に中皮腫患者が集積して
いることが示唆されている。車谷・熊谷報告は、第
7回検討会以前に、環境省の求めに応じて資料と
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して同検討会に提出されているが、重要な調査を
行っている車谷氏ら本人が環境省検討会に招か
れることは一度もなかった。
環境省検討会報告と車谷・熊谷報告が作成さ

れるまでの経緯や報告内容を比較したとき、こうし
た被害が露見した場合に、迅速かつ的確な疫学
調査等の調査を実施し、対策を実施していける体
制が、国と自治体にはないことがよくわかる。
環境省検討会の柱である中皮腫死亡小票調
査は、各保健所が保有している死亡小票を閲覧
し、その情報に基づいて遺族に面接調査を実施し
て成立する。しかし、閲覧には総務省の許可が必
要であり、尼崎市にこれが許可されたのは秋になっ
てからというのである。また、検討会委員はすべ
て非常勤、忙しい日常業務の片手間作業、手足と
なって動く保健所職員はアスベスト問題やアスベス
ト曝露・職歴調査のど素人である。これでは、必要
な時期に必要な情報が得られる調査ができるわけ
がない。
情けないことこの上ない行政の調査体制を尻

目に、経験と見識十分なプロとしての車谷・熊谷氏
の調査は日夜進行していた。これは今も継続して
おり、車谷・熊谷報告にあるように終了の予定はな
い。
車谷・熊谷報告に対しては、各種の学会で報告

され高く評価されている。ごく一部に、中皮腫の診
断精度の問題があるなどとする声がきかれるようで
はあるが、中皮腫という誤診の可能性は、中皮腫で
ないという誤診の可能性も同時にあるので、調査
の本質にかかわらない。また、症例についての診
療情報開示手続を通してカルテ等調査を順次実
施しているということである。根拠なく批判的言辞
をつぶやく「専門家」には、いわゆる御用学者として
警戒することが肝要である。

早期救済は第一歩

車谷・熊谷調査の状況が明らかになるのと平行
して、患者と家族の会・安全センターでは見舞金・
弔慰金の請求を行いながら、クボタに対して早期
の謝罪と補償を要求していた。

その結果、昨年12月25日の幡掛クボタ社長が患
者・家族の前で謝罪し、3月末を目標に具体的な交
渉が行われることにつながっていった。
交渉は、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の
会尼崎支部（担当：世話人・古川和子）、尼崎労働
者安全衛生センター（同：飯田浩事務局長）、関西
労働者安全センター（同：筆者）、および中皮腫患
者と遺族の代表7名の計10名の交渉委員とクボタ
担当者との交渉が行われ、4月17日、補償に関する
合意内容が公表された。
救済金規定の骨子は、患者・遺族に対して4,600
万円～2,500万円の救済金を、原則として、①石綿
新法の認定、②職業歴で過去に石綿を取り扱った
ことがない、③旧神崎工場が石綿を使用していた
昭和29年から平成7年の間に1年間以上、工場か
ら1キロメートル以内に居住、あるいは、職場・学校
など恒常的な生活拠点があった、の3条件を満た
す方に支払う。個別案件の疑義・不服等について
はクボタ3名、患者・支援団体3名（尼崎センター1、
患者と家族の会2）で構成する「救済金運営協議
会」で協議する、というものである。また、すでに200
万円の見舞金・弔慰金を支払われた方には無条
件で、200万円とは別に救済金が支払われる。
金額の多少が取りざたされているが、被害者と

してはギリギリの線での合意だった。「クボタは大
企業だから」「クボタは儲かっているから」といった
議論は的を得ていない。（その後、ニチアス、竜田
工業から発表された救済金制度は、一方的なもの
であり、金額的にも企業規模など被害者とは何の
関係のないことで差をつけるなど、きわめて問題が
大きい。お金を払えば患者は黙るという、長年の企
業意識の現われである。）
これで、ひとまず見舞金・弔慰金既受領者等
の補償が解決するものの、救済面では、①距離が
「遠すぎる」として留保されている中皮腫の方を
早急に認めさせること、②肺がんの方の申請を順
次行っていくこと、③石綿肺、胸膜プラークなど他
疾患の方の補償、健康管理対策を検討し要求す
ること、などが今後の課題となる。
同時に、内外に大被害をもたらした旧神崎工場

の操業実態と被害の全容が解明されなければな

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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らないし、車谷・熊谷報告の問題提起に真剣に取
り組んでいかなければならない。
とりわけ、クボタは内部被害についての疫学調査
や飛散を招いた操業実態調査に積極的に協力す
る責任がある。しかし、まだクボタはこれに応じてい
ない。なぜだろうか。「救済金」を払えばそれで済
むとでも考えているのだろうか？
昨年6月以降に明らかになったクボタ内部の被
害の大きさもまた衝撃的なものだった。2005年度
に新たに判明した石綿関連疾病は、中皮腫14名、

肺がん15名、石綿
じん肺10名の合
計39名、累計では
132名に達したとい
う（クボタ発表、左
表はそのうち旧神
崎工場分）。
クボタ問題の発
端は、内部被害の
詳細が社会に情
報公開されたこと
だった。なぜ、どの
ように、そうした大

被害が起きてしまったのか、全貌の解明はクボタの
「社会的責任」である。これはまた、ニチアスはじ
めすべての石綿関連企業に課せられたものであ
る。国全体についての責任は政府にある。けっし
てないがしろにすることはできない。
尼崎の闘いはこれからもずっと続く。「一区切り」

したが、各地の被害者との連帯がますます重要な
局面となった。被害者、家族とともに頑張る決意で
ある。

クボタ旧神崎工場労働者のアスベスト被害（2006年3月31日現在の累計）

【参考】クボタ発表：「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びに
ご家族の皆様に対する救済金支払い規程」の骨子について

＝石綿健康被害への新たな対応として＝ 
 
当社は、昨年12月25日「中皮腫・アスベスト疾
患・患者と家族の会」に出席し、治療を受けて
おられる方やご家族の皆様方に対し、お見舞
金制度に代わる、さらに踏み込んだ新たな対策
を検討していくことを表明いたしました。

（平成17年12月25日付発表資料「旧神崎工
場周辺の石綿健康被害への対応について」）

この度、治療を受けておられる方やご家族
の皆様並びに支援団体の代表の方 と々の話し
合い協議を経て、「旧神崎工場周辺の石綿疾
病患者並びにご家族の皆様に対する救済金
支払い規程」（以下「本規程」）の骨子がまとま
りましたので、下記の通りお知らせします。

記
1. 「本規程」制定の主旨について（抜粋）
個別の因果関係にとらわれることなく、石綿
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場、学校等に恒常的（1年以上の期間）
に生活拠点を持っていた方。

（3） 救済金の受取人
  救済金の受取人は、次のいずれかの方と
します。 
① 救済対象者本人
② 救済対象者が死亡されている場合は
その家族の方

（4） 救済金の支払時期・支払方法・合意書の
締結
① 救済金の受取人と（株）クボタは、個別
に合意した内容を確認するため合意書を
締結します。
② 救済金の支払時期、支払方法について
合意した内容は、合意書に記載します。 

（5） 救済金の支払いに伴う提出書類
  尼崎労働者安全衛生センターを窓口とし
て、所定書類に必要事項を記入の上、次の
添付書類を添えて（株）クボタに提出してい
ただきます。 
① 「石綿による健康被害の救済に関する
法律」の救済給付受給の認定を証明す
る書類（次のイまたはロいずれかの書類） 
（イ） 石綿健康被害医療手帳の写し
（ロ） 特別遺族弔慰金の支給決定を証明
する書類

② 旧神崎工場周辺での居住または勤務
などが証明できるもの（住民票または勤務
証明書など）
③ 過去の職歴で石綿を取扱ったことがな
かったことが証明できるもの（職歴書など）
④ 上記①の認定を受ける際に提出した医
師の診断書の写し

（6） 救済金運営協議会の設置
  「本規程」の円滑な運用をはかるため
「救済金運営協議会」を設置し、その運営
方法について「救済金運営協議会運営要
領」を定めます。
3. 今後の日程

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面

を取り扱ってきた企業の社会的責任から、治療
を受けておられる方やご家族の皆様方の生活
面でのご苦労、精神的なご苦痛を少しなりとも
軽減することができるように、国の「石綿による健
康被害の救済に関する法律」とは別に、「旧神
崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の
皆様に対する救済金支払い規程」を制定いた
します。

旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びに
ご家族の皆様に対する救済金支払い
規程制定の主旨について（全文）

2. 「本規程」の骨子
（1）  救済金額
  救済金として、最高額4,600万円、最低額
2,500万円をお支払い致します。

（2） 救済対象者の条件
  救済対象者は、原則として、次の ①～③
の条件をすべて満たす方とします。
① 法律による認定
  下記（イ）（ロ）のいずれかに該当する方
（イ） 「石綿による健康被害の救済に関
する法律」によって指定疾病にかかった
旨の認定を受けられた方。

（ロ） 同法の特別遺族弔慰金及び特別葬
祭料の支給対象となられた方。

② 職業歴
  職業歴で過去に石綿を取り扱ったこと
がない方。
③ 距離と期間
  下記（イ）（ロ）いずれかに該当する方。
（イ） 旧神崎工場が石綿を使用していた
昭和29年～平成7年の間に、原則とし
て、同工場から1km以内の範囲に1年
以上居住していた方
 （ロ） 上記（イ）に該当しないが、昭和29
年～平成7年の間に、原則として、同工
場から1km以内の範囲に所在する職
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「本規程」に基づき、対象となる方と当社との
間で個別に合意書が取り交わされ、順次お支
払いを開始させていただく予定です。
なお、平成17年6月より実施しております「お
見舞金（弔慰金）制度」は、「本規程」制定の日
をもって廃止いたします。

以上

＜ご参考資料＞
旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びに
ご家族の皆様に対する救済金支払い

規程制定の主旨について 

当社は、平成17年4月、旧神崎工場の近くに
お住まいの方の中に健康被害者が出ていること
をはじめてお聞きしました。それまで、当社の従
業員が石綿疾病で療養したり亡くなっているこ
とは承知しておりましたが、旧神崎工場の近くに
お住まいの方が石綿による健康被害に苦しん
でおられるとは、想像さえしていませんでした。
そこで、治療を受けておられる方と直接お会
いして、過去に旧神崎工場で石綿を扱ってきた
企業として社会的責任を果たすという観点か
ら、また、永年当地で生産活動を行うことができ
たのも地域の皆様のご理解とご協力の賜物と
の感謝の意味からも、平成17年6月に「旧神崎
工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆
様に対するお見舞金制度」（以下、「お見舞金
制度」）を制定し、これに基づきお見舞金また
は弔慰金をお支払いしてまいりました。
お支払いの都度、治療を受けておられる方

やご家族の皆様方から、実情やご要望をお聞
きしました。その中で、当社と旧神崎工場の近
くにお住まいの方の石綿健康被害との因果関
係を明確にしてほしい、治療を受けておられる
方やご家族の皆様方の置かれている厳しい現
実に対して早急に救済なり補償に取り組んでほ
しい、さらには、中皮腫などの石綿起因の疾病
について適切に診断できる医療機関や有効な

治療方法開発の支援をしてほしいなどの要望
をいただきました。
そして当社は、旧神崎工場の近くにお住ま
いの方の中に多くの健康被害者が出ている事
実を厳粛に受け止め、石綿を取り扱った事業
者として道義的責任から、平成17年12月25日の
「患者と家族の会」におきまして、治療を受け
ておられる方やご家族の皆様方に対し、深くお
詫びとお見舞いを申し上げるとともに、お亡くな
りになられた方々に対しましても弔意を表明い
たしました。
旧神崎工場の近くにお住まいの方の健康被
害の原因に関しては、行政で健康被害者の聞
き取り調査や石綿の飛散防止状況調査など
が実施されているところであり、現状では、健康
被害の原因が、旧神崎工場における石綿の取
り扱いであると特定する根拠を見出すまでに
は至っておりませんが、旧神崎工場から石綿が
飛散しなかったとは言い切れず、旧神崎工場
の近くにお住まいの方に影響を及ぼした可能
性は否定できないと考えております。
しかしながら、健康被害の原因が未だ十分
に明らかでないと考えるとしても、治療を受けて
おられる方やご家族の皆様方の厳しい状況へ
の現実的な対応として、従来のお見舞金制度
から一歩踏み込む必要があるとの思いを強くし
てまいりました。
そこで、個別の因果関係にとらわれることな

く、石綿を取り扱ってきた企業の社会的責任か
ら、治療を受けておられる方やご家族の皆様
方の生活面でのご苦労、精神的なご苦痛を少
しなりとも軽減することができるように、国の「石
綿による健康被害の救済に関する法律」とは
別に、「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並び
にご家族の皆様に対する救済金支払い規程」
を制定いたしました。

以上
 http://www.kubota.co.jp/new/2006/
s4-17.html
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参考：クボタの企業内労災上積み補償制度

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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尼崎市クボタ旧神崎工場周辺に
発生した中皮腫の疫学評価

2006年3月31日

車谷典男（奈良県立医科大学地域健康医学教室）
熊谷信二（大阪府立公衆衛生研究所生活衛生課）
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A. はじめに

2005年6月29日の夕刊報道「アスベスト関連病、
10年で51人死亡。クボタが開示」「住民5人も中皮
腫、2人は死亡。クボタ見舞金検討」および当日夕
方行われた株式会社クボタ（本社：浪速区敷津東
一丁目2番47号）の記者会見を契機に、石綿管を
製造していた同社旧神崎工場周辺での中皮腫の
発生が極めて大きな社会問題となった。その理由
は、アスベスト（石綿）と中皮腫の医学的な因果関
係は1960年前半には既に確立した知見であり、と
りわけ職業性曝露によるものは広く知られたところ
であったが、工場から飛散したと考えられる近隣環
境中のアスベスト曝露が、周辺住民の中皮腫の原
因として推定されたためである。
この記者会見までの経過は、「環境と公害」（35
巻第3号49-54, 2006）に紹介されている。関西労
働者安全センター（担当・片岡明彦事務局次長）、
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会（担当・
古川和子副会長）、尼崎労働者安全衛生センター
（担当・飯田浩事務局長）の3つの市民団体、そし
てクボタ労働組合出身の米田守之前尼崎市市会
議員を仲介にして、クボタと旧神崎工場近隣に居
住歴・勤務歴を持つ3人の中皮腫患者の方との折
衝が3月末に始まっている。比較的早い段階で、ク
ボタ側から「見舞金支払いの打診」、「見舞金の
支払いは今後の交渉とは無関係」、「誠意を示し
たい」との表明があったようである。そして、一連の
経過の中で、尼崎労働者安全衛生センターおよび
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会が、クボタ
と患者・家族・遺族との間の窓口を担当することに
なったと言う。
6月29日の報道直後から、クボタや尼崎市、そし

て前述の3つの市民団体に問い合わせが殺到し
た。クボタ旧神崎工場周辺に居住歴あるいは勤

務歴を持ち、かつ中皮腫の診断を受けているが、
職業性の石綿曝露が思い当たらない本人ないし
家族・遺族からの問い合わせである。さらにアスベ
ストの他の健康影響、たとえば石綿肺がんや胸膜
プラークが報道を通じて社会に知られるに及んで、
中皮腫以外の人からの問い合わせも寄せられるよ
うになった。この人たちも職業性曝露は思い当たら
ない人たちである。
私たち（車谷と熊谷）は、実はかなり早い時期

に、すなわち片岡氏と古川氏の両氏が3人の中皮
腫患者の方にクボタ近隣での居住歴等があること
を確認して間もない頃に、専門家としての意見を求
められた。2005年1月5日のことである。本問題にそ
の後も深く関わることになった両氏は、この時点で
すでにクボタとの関連性に言及していた。私たち
二人の認識は、その可能性は十分あるが、偶然を
排除するには患者数が限られているので評価が
難しい、しかし、引き続き経過を追う必要はあるとい
うものであった。その後、断続的に連絡を受ける中
で6月29日を迎え、問い合わせの殺到を知らされる
ことになる。
私たちが疫学調査を提案したのは7月上旬で

あった。この提案は受け入れられ、尼崎労働者安
全衛生センターと関西労働者安全センターから正
式な調査依頼を受けることになった。以来、調査を
重ねてきた。結果として、当初の予想を遥かに上
回る人数となり、依然として現在も問い合わせが続
いているが、年度末を一つの区切りとして2006年3
月31日時点での調査結果を報告する。なお、本報
告書は車谷と熊谷が共同して作成したものである
が、結果の第一部は車谷が、第二部は熊谷が担当
した。

B. 結  果

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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第一部

クボタ旧神崎工場周辺に発生した中皮腫のリスク評価

I.  目   的

中皮腫に対するアスベスト（石綿）の特異性は高
く、中皮腫患者の大多数に石綿曝露が証明される
ことが知られている（「石綿による健康障害に係る
医学的判断に関する考え方」報告書・森永謙二座
長, 2006）。アスベストの曝露経路は表Aのように分
類されることが多いが、本調査の目的の一つは、問
い合わせのあった人たちのアスベスト曝露経路に
関する検討である。すなわち近隣曝露と考えうる
か否かである。職業性曝露でもなく、持ち帰られた
作業衣などによる家庭内曝露などの傍職業性曝
露でもなく、一般大気中のバックグランドレベルでの
真の環境曝露でもない経路である。言い換えると、
想定される発生源（今回の場合はクボタ旧神崎工
場）の周辺に居住または勤務したことが原因と思わ
れる曝露か否かである。もう一つの調査目的は、近
隣曝露とすれば、今回の中皮腫の発生状況が、ク
ボタ旧神崎工場周辺の人口規模に照らして平均
的に期待される水準を上回るものか否か、また、同
工場と住居間距離と中皮腫発生リスクとの間に矛
盾しない関連が認められるか否かの検討である。
以上の2点を本調査の目的として設定した。

II.  対象と方法

1. 調査対象予定者

問い合わせの多くは2005年6月29日の報道直後
に集中したが、その後も断続的に続いており、本報
告書作成時点で調査対象予定者名簿に掲載さ
れている人数は140人を超える。遂次、電話で調
査依頼を行ってきたが、2006年3月15日現在でその
数は135人に達した。本結果はこの135人を対象と
している。

2. 方法

1） 面接調査
電話での調査依頼時に、病名、居住地、職歴を
客観的に示す公的資料を持参してもらうことを求
めた。具体的には、亡くなっている人にあっては死
亡診断書、療養中の人にあっては診断書、クボタ
旧神崎工場で発がん性が極めて強いクロシドライ
ト（青石綿）が使用されていた1957年から1975年
（図A）の間の居住地を示す住民票や戸籍、小・
中学校の卒業証書類、そして社会保険庁から交
付された被保険者記録照会回答票などである。カ

表A. 石綿曝露の分類
図A. 旧神崎工場での青石綿使用状況

Commission of European Communities 1977による。「石綿に関する健康管理等専門家会議報
告書」（2006/2/24）では、独立項目として「建築物からの曝露」が上記に加えられている。
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ルテや病理組織所見を入手ずみの人に対しては、
それらの持参も求めた。
聞き取り調査は、上記資料をもとに、一人60分か

ら90分かけて、熊谷が居住地および職歴に関する
事項を、車谷が医学領域に関する事項を、それぞ
れ聞き取った。2005年7月30日に開始し、断続的に
合計43日に及んだ。
職歴はアルバイトも含めて職種、職務内容、勤務
先の所在地を、さらに配偶者、両親、兄弟姉妹など
同居者の職歴についても同様に聞き取った。大阪
中皮腫研究会の石綿曝露チェック表を手元に準
備したが、基本的には被保険者記録照会回答票
に記載された会社名を年代順に追いながら、必要
に応じて空白時期を補いつつ、勤務先での作業
内容を可能な限り詳細に聞き取る形式とした。遺
族からの説明で作業内容が不詳の場合には、会
社に職務内容を照会し、そこでのアスベスト曝露の
機会の有無についての回答を得るようにした。居
住地については、場所を具体的に確認するために
1970年当時の地図を用意して、地図上に印をつけ
てもらい住所と照合するとともに、その時期の住宅
地図上で居住地を特定することに努めた。
医学的事項については、病名、初発時期、初発
症状、経過、手術の有無、診断方法、確定診断を
得た医療機関名、病理解剖の有無等を明らかに
すべく聞き取りを進めた。診断精度の確認のため
には、少なくとも診断方法とその所見が必須である
が、聞き取り調査でこれらの点を明らかにすること
は困難であった。なお、現在、奈良医大倫理委員
会の承認のもと、本人または遺族の書面による同
意を得て、診療情報の開示請求を進めている。
2） 曝露地点とクボタ旧神崎工場との間の距離
推定
既に述べたように、クボタ旧神崎工場では1957
年から1975年にかけて石綿管製造にクロシドライト
が使用されていた（図A）。この期間に尼崎市内
で1年以上居住ないし勤務していた場所を曝露地
点と定義した。尼崎市内で転居している場合には、
1年以上居住している中でクボタ旧神崎工場により
近い場所を、また、居住地も勤務先も尼崎市内の
場合は同工場により近い方の場所を、それぞれ曝

露地点とした。曝露地点とクボタ旧神崎工場との
間の距離は、1/14,000の地図上で測定した同工
場跡敷地中央からの直線距離とした。
3） 原死因の確定
わが国には中皮腫登録制度がなく、リスクの指
標のイベントとして罹患は使用できないため、死亡
を用いることにした。死亡の直接原因となった病
態を惹起した発端疾患、すなわち原死因を医学的
因果関係に基づき、死亡診断書に記載された病
名の中から拾い出した。今回、複数の病名が記述
されていた診断書はごく少数であり、それも因果関
係の順序が明瞭なものばかりであった。中皮腫に
独立したICDコードが与えられるようになったのは
第10回改訂以降であるが、わが国では1995年1月
1日から用いられている。したがって、死亡リスクの
解析には1995年1月1日以降の死亡のみを対象とし
た。ちなみに、ICD10で中皮腫はC45にコードされ
ている。胸膜中皮腫はC45.0、腹膜中皮腫はC45.1
である。
4） 過剰死亡の指標
過剰死亡の指標としてSMR（標準化死亡比）を

用いた。このためには、期待死亡数を算出する必
要があり、したがってpopulation at risk（要因曝
露集団・リスク保有集団）を求める必要がある。ク
ロシドライトを使用していた期間（1957年から1975
年）にクボタ旧神崎工場周辺に居住していた人口
集団をat riskとしたが、たとえば後述するような同
心円300m以内に相当する任意の地域の性・年齢
別人口は、公表されている人口動態統計には掲載
されていない。また、住民個々の転出入状況は全
く不明である。したがって、population at riskは
推定せざるを得ない。幸い、尼崎市では、クボタ旧
神崎工場がクロシドライトの使用を終了した1975年
時点の、市を6地区に分けた地区別の合計人口が
人口動態統計資料として公表されている。一方、
同時期、市全体としての市外への転出割合も調べ
られている。
そこで、①クボタ旧神崎工場が含まれている小
田地区の1975年の合計人口に、同地区で尼崎市
全体の当時の平均人口転出割合が1957年から
続いていたと仮定して求めた1975年までの間に居

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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住歴があったであろう累計人口を加算したコホート
を想定した。他方、②1975年の人口動態統計に
示された小田地区内の丁字別人口を面積比に応
じて配分して、知りたい地域（例えば同心円300m
以内）の小田地区に全体に対する人口割合を求
めた。そして、この人口割合に仮想コホートの人
口を積算して、当該地域の累計した1975年の推
定人口とした。この仮想コホートの同工場を中心
とした半径1500m範囲の人口は約22万人と推定
された。その上で、③その推定人口の構成割合
は、1975年の尼崎市の性・5歳年齢階級別人口の
構成割合と同一とみなして、性・5歳年齢階級別の
population at riskを得た。さらに、④この当該地
域のpopulation at riskが全国の性・5歳年齢階
級別死亡率と同一に推移すると仮定し、1995年現
在と2000年現在のpopulation at riskを求めた。
また、⑤2005年の全国人口動態統計は未発表で
あったため、2000年のpopulation at riskが、全国
の1995年から2000年と同じ性・年齢階級別死亡
率で推移すると仮定して、2005年のpopulation at 
riskを求め、2003年の期待死亡数を算出するため
に用いた。
こうして得た任意の地域別の性・5歳年齢階級
別人口に1995年、2000年、2003年（最新）の全国の
性・5歳年齢階級別の中皮腫（C45）死亡率を積算
して、当該年の期待死亡数を求めた。また、これら

の値を各前後の年の期待死亡数としても用いた。
一方、観察死亡数は、既に述べたように死亡診
断書に基づく死因分類で得た人数である。この観
察死亡数の期待死亡数に対する比を求めてSMR
とした。SMRが1を超えれば過剰死亡と判断され
ることになるが、統計学的評価はポアソン分布によ
る95％信頼区間で示した。

III.  結   果

1. 分析対象者

調査対象予定者から分析対象者への流れを次
［本］頁の図Bに示す。135人の予定者のうち134
人から調査協力が得られ、面接調査後にデータの
破棄申し出があった1人を除く133人を解析対象と
した。このうち、もともとの診断が中皮腫ではなかっ
た者は合計16人であった。肺がん、胸膜プラーク
の計13人は、既に述べたように、石綿関連疾患の
可能性を報道等で知り問い合わせてきた人たちで
ある。3人はがん性胸膜炎または腹膜炎であった
が、同じく石綿関連の可能性を考えて問い合わせ
があった人たちである。がん性腹膜炎の1人から、
後日、原発不明の腺癌との病理診断所見の通知
を受けとっている。残りの2人については胸膜中皮
腫の可能性が否定できず、現在診療情報を検討
中である。
死亡診断書等に中皮腫と記載されていたのは
117人であったが、このうち4人の診断については
面接調査時に提供された他の診療情報などと照
合、精査中である。尼崎市内に居住歴がなかった
者を除いた112人のうち、約1割に相当する13人に
職業性曝露の可能性が考えられた。いずれももと
もと職業性曝露が思い当たらないとして問い合わ
せしてきた人たちである。なお、家庭内曝露を推測
させる例はなかった。
以上の結果、現時点で中皮腫という診断が妥

当で、職業性などによる明らかなアスベスト曝露は
認めがたいと判断された者は99人となった。男性
54人、女性45人である。死亡診断書に部位が示
されていなかった11人を含めて、聞き取り調査の
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結果、腹膜中皮腫は1人のみで、残る98人は全員
胸膜中皮腫であった。なお、面接調査時ないし死
亡時の平均年齢は男性59.0（SD11.2：範囲39-80）
歳、女性62.9（SD13.7：範囲26-91）歳、推定平均曝
露年数は男性が12.4（SD5.5：範囲2-19）年、女性
も12.4（SD5.8：範囲1-19）年であった。

2. 居住地等の分布

上記99人のうち、曝露場所が自宅と推定された
者は86人で、図Cにそれらの自宅の地域分布を示
す。クボタ旧神崎工場の敷地中央を円の中心とし
た場合、多くは半径1500mの範囲内にあったが、こ
れを越える者もいた。工場直近の半径300m以内
に自宅があった者は合計12人、300mから600mの
範囲の者は21人、600mから900mの範囲の者は
19人であった。全体的には東西方向が少なく、南
北方向に多いことがわかる。北側より南側に多く、
それも少し西側に偏りを見せている。地域的な男
女の偏りは見られない。図Dは、勤務先でクボタ旧
神崎工場の近隣曝露を受けたと想定された13人
の勤務先の分布である。8人までが300m以内に
勤務先があった。図Cではクボタ旧神崎工場のJR
線を挟んですぐ南側に中皮腫の発生がない「空白
地帯」があったが、もともと宅地がなかったためであ
る。ここには別企業の大きな工場（ヤンマー尼崎工
場）があり、図Dで示すように6人の中皮腫発生（自
社での職業性のアスベスト曝露は否定）を見てい

る。その他、2人が300mから600m内、3人が600m
から900m内にあった会社に勤務していた。これら
勤務先の地域分布は、自宅の地域分布に概ね一
致している。

3. 中皮腫の死亡リスク

曝露地点が自宅と推定された86人のうち、図E
に示すごとく、72人が死亡していたが、中皮腫に独
立した死因コード（C45）が与えられたICD10の施
行日（1995年1月1日）以降の死亡者は65人（男性
34人、女性31人）であった。今、1500mを区切りと
した場合、その同心円内での1995年から2005年
末までの中皮腫の観察死亡数は男女合計で57人
であったのに対し、期待死亡数は15.6人で、SMR
は3.7（＝58/15.6）となった。男女別には男性2.5（＝
30/11.9）、女性7.2（＝27/3.8）であった。
表Bに、クボタ旧神崎工場の敷地中央を円の

中心として1500m以内の地域を同心円状に分割
し、かつ死亡時期を2000年で二分した時の男女
別SMRの結果を示す。SMRの有意な上昇は、
1995-1999年で男女とも半径600m以内、2000年以
降は男性で900m以内、女性の場合はさらに広く
1500m以内で認められた。中心であるクボタ旧神
崎工場に近いほどSMRの値は高く、特に300m以
内のSMRは11.7ないし54.1と大きい値を示した。男
女別には、女性のSMRがいずれの時期、距離別と
もに男性よりも2倍前後高い値を示している。

図C. 曝露場所が自宅と推定された86人の居住地 図D. 曝露場所が職場と推定された13人の職場の分布

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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図E. 死亡リスク評価対象者の内訳 表B. 中皮腫死亡の距離別SMR

IV.  考   察

1. SMRの評価

調査対象予定者135人のうち、現時点で、診断
が中皮腫であり、かつ近隣曝露と考えられた者は
99人に達した（図B）。発症に至る最低曝露期間を
1年と仮定し、近隣での居住期間または就労期間
が1年以上とした時、合計90％の人たちの自宅（図
C）または勤務先（図D）は、クボタ旧神崎工場の半
径1500m以内の範囲にあった。しかも、それらの地
域分布は、同工場を中心にばらついており、東西
方向には少なく、南北方向、特に南側に多く、少し
西側に偏っている結果が得られた。かつ、中皮腫
が独立した死因コードとして扱われるようになった
ICD10（1995年）以降の検討では、中皮腫死亡に
よるSMRの有意な上昇が、1995-1999年で男女と
も半径600m以内、2000年以降は男性で900m以
内、女性の場合はより広く1500m以内で認められ
た。SMRの値は中心に近いほど高く、特に300m
以内のSMRは男女とも11.7ないし54.1と大きい値を
示した（表B）。また、勤務先が曝露場所と想定さ
れた者の就労場所は、クボタ旧神崎工場に近いこ
とも認められた（図D）。
今回の調査対象者は、新聞報道を契機にク

ボタ、尼崎市、3つの市民団体に問い合わせが
あった人たちである。即ち全数調査でないため、
selection biasが存在する。しかし、長所もある。た

とえば、調査拒否が極めて少数であった、尼崎市
以外に住民票を持つ人も含まれていたという点で
ある。全数調査は、保健所に保管されている死亡
小票等を利用することによって原理的には可能で
ある。しかし、現実的には極めて困難な状況にあ
ることも指摘できる。全数調査の対象者としては、
1957年から1975年当時にクボタ旧神崎工場周辺
に居住していて中皮腫を発症した人たち全員とい
うことになるが、転居後に潜伏期間を経て発症して
いる人もいるはずで、現在の居住地で言えば全国
に散らばっている可能性がある。事実、今回の調
査対象者のうち尼崎に住民票を持っていた人は
全体の41％にとどまっている。最も遠方は茨城県に
住民票を持つ人であった。また、これからの調査対
象予定者には鹿児島県在住の人もいる。したがっ
て、尼崎市が保管している死亡小票だけでは全
数を拾えないことになる。また、療養中の人は中皮
腫登録制度でもない限り、現状では全く把握できな
い。仮に死亡小票などで全員把握できたとしても、
対象者の職歴等を明らかにするために、本人また
は遺族への面接調査が必要となる。しかし、実際
には、様 な々理由で調査不能例が生じる。「アスベ
ストの健康影響に関する検討会議」（環境省）が
公表した兵庫県下の死亡小票等を用いた中皮腫
患者の遺族への調査では、222人中70人（31.5％）
の同意が得られていない。このように考えると、全
数調査を意図しても、必ずしも全数とはならずに
selection biasが発生してしまうことが分かる。し
たがって、どのような疫学調査であってもselection 
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biasは不可避と言えるが、より重要なことは、そうし
たselection biasが結果を過小評価、過大評価の
いずれの方向に作用しているかという点である。
今回の場合、明らかに過小評価する方向に作用し
ている。
過小評価の点で言えば、今回、SMRの算出に
全国の中皮腫死亡率を用いていることにも留意す
る必要がある。非職業性の中皮腫死亡リスクを評
価しようとする場合、職業性の中皮腫を除いた中
皮腫死亡率を用いなければならない。しかし、わが
国の全国死亡率は職業性、非職業性別には示さ
れておらず、また、それらを推定できる資料もない。
したがって、結果としてSMRの分母となる期待値が
過大に見積もられ、そのため得られるSMRは過小
評価された値になると言える。とりわけ男性の場合、
全国死亡には職業性曝露による中皮腫が相当程
度含まれていることは容易に推測されることから、
就労割合が低い女性よりも過小評価の程度は大
きい。女性のSMRが相対的に高かったことは（表
B）、こうしたことが影響していると考えられる。ただ、
女性の場合、自宅を中心に当該地域にいる時間
が、男性より長いことも影響していると思われる。
一方、今回のSMRが過大評価されている可能
性も考えておく必要がある。それは、職業性曝露
を完全に否定できているか否かである。本人の場
合はそれ程でもないが、遺族に対する聞き取りに
は限界がある。夫の職業の詳細を知らない妻は
少なくない。子に父親の仕事内容を尋ねても同様
のことが認められる。社会保険庁発行の被保険
者記録照会回答票などの公的資料を活用する、
必要に応じて当該会社へ問い合せをする、さらに
アスベストの使われ方を熟知している専門家が聞
き取るなどは、そうした問題を小さくはしている。今
回、近隣曝露と判断した99人の中に、今後の予想
外の新しい情報によって、職業性曝露もあったこと
が判明する対象者が出現する可能性は皆無で
はない。しかし、利用できる資料を検討する限りに
おいて職業性曝露が認め難かったということは、
仮に職業性が新しく判明する人が今後いたとして
も、今回の結果を大きく変更させる程のものではな
いと思われる。

SMRの過大評価につながる可能性として、今回
の結果が死亡診断書に基づいていることも考慮し
ておく必要がある。つまり、誤診が混じっているとい
う可能性である。しかし、SMRの期待値を求める
全国の中皮腫死亡の中にも同様に誤診はあろう。
今回の対象者が受診した医療機関のみに系統的
に誤診が生じている可能性は一般的に考えにくい
ため、死亡診断書に基づいた結果がSMRの過大
評価につながることはないと判断できる。なお、現
在、死亡診断書の診断精度を確認すべく、診療情
報開示により得た病理組織診断等の検討作業を
進めている。30人を超える点検が終了したが、こ
の範囲では中皮腫の診断は全て組織診断に基づ
くものであった。
SMRの算出のためのpopulation at riskは推
定せざるを得なかったが、これが過少推定だと同じ
くSMRの過大評価につながる。当時の尼崎市の
人口動態統計資料に基づき約22万人と推定した
が、多く見積もって仮に倍の44万人であったとして
SMRの値はおよそ1/2程度となるが、中皮腫による
有意な過剰死亡がクボタ旧神崎工場周辺で観察
される結果には変化がない。
なお、SMRを求めるための地域分割は、今回の
場合、クボタ旧神崎工場の敷地中央に中心を置い
ている。統計解析の方向性は、大きくは探索的に
行うか検証的に行うかにある。①中皮腫とアスベ
スト曝露の特異性は高い、②クボタ旧神崎工場で
は1957年から1975年にかけてクリソタイルに加え
て発がん性の強いクロシドライトが使用されていた
（図A）、③周辺に患者が多く発生していることか
ら、クボタ旧神崎工場が発生源と考えて、仮説検
証的に統計解析を行うことは妥当である。また、今
回の検討では、居住地ないし勤務地を曝露地点
として解析している。しかし、これはあくまで対象
者の平均的な居場所を示した指標と考えるべきで
ある。言い換えると、就学していた小・中学校の場
所、通学経路、遊び場、稽古事や塾の場所、通勤
経路、買い物などの生活行動が、自宅や就労先を
中心に行われていると考えるべきである。この意味
で、自宅あるいは勤務先だけが曝露場所と限定す
るのは適切でないし、たとえば、今回のSMRの評

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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価に用いた1500mといった距離を中皮腫の有意な
上昇を認める厳密な限界と解釈するのも適切では
ない。この点については、第二部のアスベスト相対
濃度を指標とした量反応関係の検討に譲ることと
する。
以上、今回のSMRの結果は、過大評価の可能
性を全く排除したものではないが、全体的には過
小評価に傾いたものと判断できる。そうした中でも
得られたSMRの値は十分に高く、特に同心円状区
分の結果は、クボタ旧神崎工場周辺で、中皮腫の
発生が有意に集積していることを明確に示すもの
である。

2. アスベスト発生源の推定

近隣に疫学的に有意な中皮腫の集積が認めら
れることは、アスベストの発生源がクボタ旧神崎工
場であることを強く示唆するものである。加えて、以
下の諸点はこの判断を支持する。
中皮腫とアスベスト、特にクロシドライト曝露との

関連性を初めて指摘したのはWagnerら（Brit J 
Ind Med, 1960）である。彼らは中皮腫33症例の
職歴、居住歴、生育歴を丹念に調べ、そのうち10例
を超える中皮腫の原因として、クロシドライト鉱山の
近くに住んでいたこと等による近隣曝露を指摘して
いる。症例対照研究を行ったNewhouseら（Brit J 
Ind Med, 1965）は、職業性曝露もなく家庭内曝露
もない中皮腫患者36人のうち、石綿工場から0.5マ
イル（800m）以内に居住地を持つ者が、対照群に
比べ有意に多いことを指摘している。また、Bohlig
ら（Environ Res, 1970）はドイツの造船の町ハン
ブルグで、大規模な石綿製品製造工場の風下側
に多くの非職業性中皮腫患者の発生を報告して
いる。さらに、Berry（Environ Res, 1997）はNew 
Jersey州のManvilleにある大規模石綿工場の周
辺で、中皮腫の発生リスクが男性で10.1、女性で
22.4倍に上昇していることを明らかにしている。こう
したcase series報告や疫学研究結果は、アスベス
トの近隣曝露が原因で中皮腫が発生することを

図F. 石綿製造工程概要（クボタ公表資料）
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明確に示すものである。中皮腫と近隣曝露の関連
性を指摘する国内外の症例報告の存在も、同じく
中皮腫との因果関係を首肯させるものである。わ
が国では藤本ら（日胸疾会誌, 1983）による症例報
告がある。
これらの報告で使用されていたアスベストは、多

くがクロシドライトである。中皮細胞に対する発が
ん性はクリソタイルに比べてクロシドライトが明らか
に大きいことは、疫学調査により指摘されている。ク
ボタ旧神崎工場では、この発がん性の高いクロシド
ライトを使用していたことをクボタ自身が公表してい
る（図A）。また、その使用量も年間平均約5千トン
と多い。
さらに注目すべきは、昨年6月のクボタの発表によ
れば、療養中の4人を含め46人の自社従業員に中
皮腫の発生を見ている。分母とすべき人数が不詳
であるが、関係従業員の1/3ないし1/4程度の人た
ちに相当していると指摘されている。仮に、従業員
に中皮腫が全く発生していなかったなら、あるいは
これほど多人数発生していなかったとすれば、工
場周辺に発生した今回の中皮腫とクボタ旧神崎
工場を結びつけることには無理がある。
クロシドライトを使用していた当時の作業工程が
断片的に判明している。時期によって少しずつ異
なるが（図F）、早い時期には、開封した石綿袋か
ら解繊機に投入した石綿を、破砕機を介して、空
気輸送で製管工場に送っていたことが分かってい
る。空気の排出口がないと空気輸送ができないこ
とになるが、輸送経路やその排出口が適切に管理
されていなかったとすれば、周辺に飛散したであろ
う。ただし、当時、アスベスト濃度の測定が法で規
定されていなかったため、大気中濃度自体が測定
されておらず、アスベストが周辺環境中に飛散して
いたか否かを示す直接的な資料はない。
しかし、間接的な証拠の一つとして、胸膜プラー
クの存在がある。下［右上］の写真は、1960年当
時、クボタ旧神崎工場のごく近隣に6年間住んでい
た男性の胸部CT写真である。石灰化した胸膜プ
ラークが複数観察される。職業上のアスベスト曝
露歴はなく、家庭内曝露も否定され、DIY（日曜大
工）もない。胸膜プラークはアスベスト曝露との特

異性が高く、アスベスト曝露を証明する指標と言わ
れているが、旧神崎工場周辺に居住歴を持つ人
の中に、こうしたプラークを有する例を複数経験し
ている。また、尼崎市の調査結果（第5回「アスベ
スト健康影響に関する検討会」）によれば、健診を
受診した中で職業性アスベスト曝露のない334人
中14人に胸膜プラークが発見されている。こうした
事実は、前述の作業工程なども考慮すると、クボタ
旧神崎工場から周辺環境中へアスベストが飛散し
ていたことを強く示唆するものである。周辺住民の
手術肺などに有意な量のクロシドライト等が証明さ
れれば、飛散していたことを強固に裏付けることに
なろう。今回の面接調査の中で、クボタ旧神崎工
場周辺はクボタからの埃が多かったとの発言を、当
時の状況を知る人たちから聞いている。洗濯物に
埃がよく付いたとか、窓を開けているとテーブルが
埃で白くなった等である。こうした発言の検証は今
となっては困難であるが、同様の内容を少なくない
人が明瞭に述べている事実は、同工場周辺に何
らかの粉じん飛散があったことを十分推測させる
ものである。一方、クボタ旧神崎工場周辺で、同工
場以外に、これほど多量のクロシドライトを使用して
いた企業は、尼崎市の調査（「過去にアスベストを
使用していた事業所の調査状況について」）では
見つかっていない。
以上の諸点は、クボタ旧神崎工場周辺に有意に
集積する中皮腫の原因として、クボタ旧神崎工場で
使用されていたアスベスト、特にクロシドライトが決
定的な役割を果たしていることを示すものである。

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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I.  目   的

第一部で、クボタ旧神崎工場周辺に発生した中
皮腫の原因として、同工場で使用されたアスベス
ト、特にクロシドライトが決定的な役割を果たしてい
ることを指摘した。しかし、周辺地域における当時
の気中アスベスト濃度に関する資料はなく、量反応
関係について検討の余地が残されている。そこで、
シミュレーションにより周辺地域での気中アスベスト
の相対濃度を推定して量反応関係を観察するこ
と、中皮腫の過剰死亡数から気中アスベストの繊
維数濃度を推定することを目的として、以下の検討
を行った。

II.  方   法

1. 気中アスベスト相対濃度の推定

窒素酸化物総量規制マニュアル（公害研究対
策センター・窒素酸化物検討委員会）に準じて、以
下の気象データを用いてクボタ旧神崎工場周辺
地域における気中アスベストの相対濃度を推定し
た。ただし、トレーサーガス等によるシミュレーション
モデルの検証は行っていない。
1） 気象データ

風速（図1）：尼崎市立小田南中学校（尼崎市長
洲中通1丁目10番1号、クボタ旧神崎工場の南
南西約150m）で測定された1973年1月1日か
ら1975年12月31日の1時間値。

風向（図2）：尼崎市立小田南中学校（同上）で
測定された1973年1月1日から1975年12月31日
の1時間値（16方位）。

日射量（図3）：国設尼崎測定局（尼崎市東難
波町4丁目16番21号、クボタ旧神崎工場の西
南西約2km）で測定された1973年1月1日から
1975年12月31日の1時間値。

図1. 風速（m/sec）頻度

図2. 風配図

図3. 日射量（kW/m2）の頻度
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第二部

シミュレーションによる気中アスベスト濃度の推定と
中皮腫死亡に関する量反応関係の検討
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とくである。
例えば、方位0度の出現頻度0.1、方位22.5度の

出現頻度0.05の場合を示す。
  方位0度の出現頻度  0.1÷4＝0.025
  方位5.625度の出現頻度  0.1÷4＝0.025
  方位11.25度の出現頻度 

（0.1＋0.05）÷8＝0.01875
  方位16.875度の出現頻度  0.05÷4＝0.0125
  方位22.5度の出現頻度  0.05÷4＝0.0125
4） アスベストの相対濃度の推定
相対濃度を推定した地域は、クボタ旧神崎工場

の敷地（約200m×200m）の中央を中心とした東
西8,000m、南北8,000mである。この地域を東西
100m、南北100mのメッシュで区切り、各メッシュの
中央地点のアスベストの相対濃度を以下の手順
で推定した。
発生源はクボタ旧神崎工場の敷地の中央で、
高さ0mの点源とする。重力沈降が無視できる繊
維径の細いアスベストの1秒間の放出量を仮に107

（単位なし）とする。これらの仮定に基づき、安定度・
風速クラス・風向分類別に各メッシュの中央地点の
濃度を、風速が1m/sec以上の場合はプルーム拡
散式を、1m/sec未満の場合はパフ拡散式を、それ
ぞれ用いて算出した。
プルーム拡散式に含まれる拡散パラメータには
Briggsの都市域用の値とPasquill-Giffordの値
の2種類を用いた。ただし、Pasquill-Giffordが示
す風向と直角方向の拡散パラメータ（σy）は3分
間程度の平均濃度を測定して得られたものであ
るため、1時間平均値を推定する目的で1.82倍（＝

図5. 大気安定度の頻度図4. 雲量頻度

雲量（図4）：大阪管区気象台（大阪市中央区、
クボタ旧神崎工場の南東約10km）で測定さ
れた1973年1月1日から1975年12月31日の1日
平均値。

2）大気安定度
風速、風向、日射量および雲量のすべてのデー

タがそろっている時間帯、すなわち1973年から
1975年の3年間26,280時間中25,475時間（96.9％）
の各1時間の大気安定度をPasquill安定度階級
分類表に従い分類した（図5）。日の出から日の入り
までを昼間、日の入りから翌日の日の出までを夜間と
した。ただし、1時間単位で分類したので、29分以
下は切り下げ、30分以上は切り上げた。例えば、日
の出が5時09分、日の入りが18時42分であれば、5
時から19時までを昼間とした。また、雲量について
は、1日平均値をその日のすべての1時間値に割り
当てた。なお、大気安定度A、B、C、D、E、F、Gは、
それぞれ強不安定、並不安定、弱不安定、中立、
弱安定、並安定、強安定を意味する。
3） 大気安定度別の風速クラス別風向分類の出
現頻度の算出
風速については、7クラス（0～0.4m/sec, 0.5～
0.9m/sec, 1.0～1.9m/sec, 2.0～2.9m/sec, 3.0～
3.9m/sec, 4.0～5.9m/sec, 6.0m/sec～）に分類
し、大気安定度別の風速クラス別風向分類の出
現頻度を算出した。観測された風向は16方位であ
るが、代表方位軸の濃度が不自然に高くなるのを
避けるため、16方位をさらに64方位に分割して出
現頻度を算出した。ただし、安定度Gについては
128方位に分割した。64方位への分割法は次のご

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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（60/3）0.2）した値を用いた。
Briggsの値を使用する場合、安定度A、A－B

およびBはA－Bの式を、安定度B－CおよびCはC
の式を、安定度C－DおよびDはDの式を、安定度
E、FおよびGはE－Fの式を使用した。Pasquill-
Giffordの値を使用する場合、安定度A、B、C、D、
E、F、Gについてはそれぞれの式を使用した。また、
この時、安定度A－Bの拡散パラメータについては
AとBの拡散パラメータの幾何平均値を、安定度B
－CについてはBとCの幾何平均値を、安定度C－
DについてはCとDの幾何平均値を使用した。各
風速クラスの風速はそれぞれ1.5、2.5、3.5、5.0およ
び8.0m/secを使用した。
一方、パフ拡散式は連続排出の定常状態の式

を用い、拡散パラメータは窒素酸化物総量規制マ
ニュアル（Turner図の1時間値を3600で割ったも
の）に従った。各風速クラスの風速は0および0.7m/
secを使用した。
以上のようにして、安定度・風速クラス・風向分
類別に推定した各メッシュ（100m×100m）の中央
点の濃度に、対応する安定度・風速クラス・風向分
類の出現頻度を積算した上で、それらの総和を求
め、これを各メッシュにおけるアスベストの相対濃度
とした。

2. アスベスト相対濃度と中皮腫死亡リスク
に関する量反応関係の検討

上記シミュレーションで得られたアスベスト相対
濃度レベル別にクボタ旧神崎工場周辺を最終的
に5地域（後述）に区分し、それら各地域における
中皮腫のSMR（標準化死亡比）を算出し、量反応
関係を検討した。SMRの算出方法は第1部と同様
である。

3. 気中アスベストの繊維数濃度の推定

居住地での滞在時間は女性の方が長いと考え
られるので、女性の中皮腫死亡が居住地でのアス
ベスト曝露をより正確に反映していると思われる。
そこで、以下の方法により、女性の中皮腫の過剰
死亡数（＝観察値－期待値）からアスベストの繊維
数濃度を推定した。さらに、シミュレーションで得ら

れた相対濃度を繊維数濃度に変換した。
1） アスベスト相対濃度レベル別の地域集団の
設定
クボタ旧神崎工場が位置した小田地区の1957
年から75年までの平均人口は104,820人であり、
1975年の99,995人はこれに近い。そこで、アスベス
ト相対濃度レベル別の5地域（後述）の1957年の
人口を1975年の尼崎市の人口動態統計資料から
推定した。そして、1960年の5歳階級別人口構成
を1957年時点の年齢構成と仮定し、また、毎年の
出生数を当初人口の2％（1957年から1975年の平
均）と仮定した。
2） アスベスト繊維数濃度の推定
アスベスト繊維数濃度と中皮腫死亡率に関する
量反応関係式は、日本産業衛生学会許容濃度委
員会が用いた算出式を使用した。ただし、8時間
曝露から24時間曝露に変換するため、死亡数予
測を3倍にした。また、発癌力係数（中皮腫用）KM
はクリソタイル単独を除く疫学調査から同委員会
が算出した7.746×10-9を使用した。
全国の完全生命表の年齢別死亡率を使用し

て、各年齢層の集団の生命表を確定した。完全
生命表は国勢調査年のみなので、その前後2年間
は同一の死亡率を使用し、2005年の生命表は未
発表なので、2003年から2005年は2000年の生命
表を使用した。
5つの地域（後述）ごとに、1995年から2005年ま

での中皮腫死亡数の推定値（80歳まで積算）が過
剰死亡の実数と同一となるアスベスト繊維数濃度
を算出して、相対濃度に対応する値とした。なお、
アスベストの曝露期間は1957年から1975年とし、
24時間曝露とした。
3） 相対濃度から繊維数濃度への変換
相対濃度から繊維数濃度への変換係数を算出

し、シミュレーションで推定した相対濃度を繊維数
濃度に変換した。

III.  結   果

1. アスベスト相対濃度
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図7. アスベスト相対濃度の推定結果図6. アスベスト相対濃度の推定結果

表1. アスベスト相対濃度別にみた中皮腫（C45）死亡リスクの推定

表2. アスベスト相対濃度別にみた中皮腫（C45）死亡リスクの推定

シミュレーションにより推定され
たアスベスト相対濃度を図6と図
7に示す。拡散パラメータが異
なる2つの推定結果を比較する
と、アスベスト相対濃度には1.5
～5.3倍（平均3.5倍）の差がある
が、アスベストの飛散方向はい
ずれも南南西が最も大きく、中皮
腫患者の発生分布状況とよく一
致していると言える。

2. アスベスト相対濃度
と中皮腫標準化死亡比
（SMR）の関係

アスベスト相対濃度レベルに
基づいた5つの地域別の中皮
腫のSMRを表1と表2に示す。
Briggsで200以上、Pasquill-
Giffordで500以上の濃度レベ
ルの区域は大部分が工場や事
務所などで占められ住居が少
なかったため（人口約100人）、
SMRは算出していない。また、
それらを除く高濃度側レベルの
2段階のpopulation at riskは
少ないため、併合してSMRを求
めた。また、1995年から2005年
までの死亡を一括して扱った。
いずれのSMRも性・年齢分布が

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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図8. アスベスト相対濃度と中皮腫標準化死亡比の比較

同一の集団として算出しているので、各SMR間の
比較が可能である。
男性では、高濃度側の2地域のSMRが有意に
1より大きく、最高濃度レベルのSMRは23.0（表1：
Briggsの拡散パラメータの場合）および18.5（表2：
Pasquill-Giffordの拡散パラメータの場合）と大き
い。女性では、高濃度側の4地域あるいは3地域の
SMRが有意に1より大きく、最高濃度レベルのSMR
はBriggsの場合で40.5、Pasquill-Giffordの場合
で29.3と男性よりも大きかった。いずれの拡散パラ
メータを使用しても、アスベスト相対濃度の増加とと
もにSMRは直線的に上昇している（図8と図9）。

3. アスベスト繊維数濃度の推定

Briggsの拡散パラメータの場合（表3）、各相対
濃度レベルに対応するアスベスト繊維数濃度は
0.011～0.507f/mlであった。相対濃度から繊維
数濃度への変換係数は0.0035～0.0099m3f/mlと
ばらつきがあるが、高濃度側の3段階は0.0056～
0.0061m3f/mlとよく一致しており、かつこれら3段階
は量反応関係の回帰直線上にほぼ乗っているこ
とから、過剰死亡数とアスベスト濃度の関係が平
均的な領域と考えられる。そこで、3段階の平均値
である0.0058m3f/mlを用いて、シミュレーションによ
り得られた相対濃度を繊維数濃度に変換した。
Pasquill-Giffordの拡散パラメータの場合（表
4）、各相対濃度レベルのアスベスト繊維数濃度は

0.006～0.363f/mlであった。相対濃度から繊維
数濃度への変換係数は0.0008～0.0027m3f/ml
とばらつきがあるが、高濃度側の2段階は0.0017
および0.0018m3f/mlとよく一致しており、Briggs
の場合と同じ理由から、これら2つの値の平均値
0.0018m3f/mlを用いて、シミュレーションにより得ら
れた相対濃度を繊維数濃度に変換した。
繊維数濃度の分布を図10および図11に示す。
拡散パラメータの異なる2つのシミュレーションから
得られた相対濃度は平均3.5倍の違いがあった
が、繊維数濃度に変換するとその違いは0.5～1.7
倍（平均1.1倍）となり、ほぼ同様の分布状況が得ら
れた。
濃度が最も高かったと推定された場所はクボ

タ旧神崎工場の南側であり、Briggsの場合で
3.35f/ml、Pasquill-Giffordの場合で3.87f/mlと、日
本産業衛生学会の評価値0.03f/ml（考察参照）
の100倍を超えていた。また、同評価値の10倍以上
（0.3f/ml以上）と推定された地域は南南西方向
では1km以上、同評価値を超える地域は約2.5km
に及んでいた。一方、大気汚染防止法で定める
敷地境界基準である0.01f/ml（＝10f/L）以上と
推定された地域は南南西方向では4km以上であ
り臨海地域の一部にまで及び、北北東方向では
1.5km程度であり名神高速道路の手前にまで及
んでいる。北西方向がもっとも狭いが、それでも0.7
～1kmに及び、東南方向では1.7kmで神崎川を越

図9. アスベスト相対濃度と中皮腫標準化死亡比の比較
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えている。

IV.  考   察

1. シミュレーションによるアスベスト相対濃
度の推定

本シミュレーションには、①アスベスト繊維の重力
沈降を考慮していない、②地表面での挙動は完全
反射を仮定している、③レインアウト（雲粒に取り込
まれること）およびウォッシュアウト（雨による除去）を
考慮していない、④当時の大気中アスベスト濃度
が測定されていないのでシミュレーションモデルの
検証ができない、といった問題点がある。ただ、①
については工場外まで飛散してくるアスベスト繊維
は径の細いものが多いと考えられるので、重力沈
降を無視してもよいと考えられ、②については反射
がないと仮定しても相対濃度の傾向は同様の結果
となる。

以上のような問題点は含んでいるが、今回の大
規模な中皮腫患者発症の原因を検討するため、シ
ミュレーションによりアスベストの相対濃度を推定し
た。
気象データについては1973年から1975年のもの

を用いた。それ以前のものは、風向の記録が8方
位であり、また日射量のデータが欠けている時間帯
が多かったためである。
Pasquill-Giffordの拡散パラメータは、平坦地で

の拡散実験を基にして作成されたものである。一
方、Briggsの都市域用の拡散パラメータは、都市
域での拡散実験を基にして提案されたものであ
り、Pasquill-Giffordの値と比較して、鉛直方向の
拡散パラメータ（σz）がかなり大きい。例えば、大
気安定度D（中立）の場合、発生源から風向方向
に1000mの地点でのσzは、Briggsの場合123m、
Pasquill-Giffordの場合31mであり、約4倍の違い
がある。今回のように、長期間の平均濃度を推定
する場合、風向と直角方向の拡散パラメータ（σy）

表3. アスベスト繊維数濃度と変換係数表3. アスベスト繊維数濃度と変換係数

図11. アスベスト繊維数濃度の推定結果図10. アスベスト繊維数濃度の推定結果

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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の数値の違いは結果に大きな違いを生じさせな
い。しかし、σzの値は結果に直接的に影響する。
このため、σzの値が大きく異なる2つの値を使用し
てシミュレーションを行ったが、いずれの場合も、①
アスベストの拡散状況は中皮腫患者の発生状況
とよく一致し、②アスベスト相対濃度とSMRは直線
関係にあることが示された。これらのSMRは、クボ
タ旧神崎工場から拡散したアスベストの相対濃度
（推定値）レベル別に算出したものであり、その値
がアスベスト相対濃度と直線関係にあることは、周
辺住民の中皮腫発症の原因として同工場のアス
ベストが重要な役割を果たしたという第一部の結
論を支持するものである。

2. アスベスト繊維数濃度

当時のアスベストの繊維数濃度を算出するの
に用いた量反応関係式は、日本産業衛生学会
許容濃度委員会のものである（産業衛生学雑誌, 
2000）。この式は石綿鉱山や石綿工場の労働者
を対象とした疫学調査により得られたものであり、
米国労働安全衛生局（OSHA）など海外の労働
衛生機関でも同様の式がリスク評価に用いられて
いる。
また、中皮腫死亡数の推定では、一定の集団が
19年間曝露（出生児については1～18年曝露）を
受けたと仮定しているが、実際には転入・転出があ
る。しかし、転入数と転出数が同じで人口構成が
変わらなければ、転入・転出を考慮しても上記式か
ら算出される死亡数は同一なので、この仮定に問
題はない。
クボタ旧神崎工場でクロシドライトが使用されて
いた時期（1957年から1975年）にはクリソタイルも
使用されていたため、発癌力係数（中皮腫用）KM
としては、クリソタイル単独を除く疫学調査を基に、
日本産業衛生学会が算出した値（7.746×10-9）を
用いた。実際にはKMの値は疫学調査によって大
きく異なっているため（0.6×10-9～48×10-9）、クボタ
旧神崎工場の周辺地域に飛散したアスベストの
KMがこの値で適切であるかはわからない。した
がって、ここで繊維数として推定した濃度は実際
の値というよりも、日本産業衛生学会が示すKMに

相当する中皮腫発症力を持つ繊維、いわば「標準
繊維」に換算した場合の繊維数濃度ということが
できる。したがって、実際のKMがもっと小さければ
繊維数濃度はより大きく、逆にKMが大きければ繊
維数濃度はより小さいはずである。例えば、中皮
腫は長さ5μm以上、径0.1μm以下の細いアスベス
ト繊維の数に関連して発症するという仮説がある
（Lippmann, Environ Res 1988）。径0.1μmの
繊維は光学顕微鏡では観察できないので、このよ
うな繊維が環境中に多ければ、光学顕微鏡で測
定したアスベスト繊維数濃度が低くても中皮腫の
発症率が高いことがありえる。工場外にまで飛散し
てくるアスベストは工場内のものよりも細い可能性
があり、したがって、実際のKMの値が大きく、繊維
数濃度はもっと小さかったのかもしれない。
ただし、日本産業衛生学会の評価値はこの「標
準繊維」のリスク評価に基づいて設定されている
のであるから、本シミュレーションにより推定した繊
維数濃度は、リスク評価という意味で評価値と比
較できる数値と考えることができる。クリソタイル以
外のアスベストを含む場合、1000人に1人が癌（肺
癌、中皮腫）で死亡する濃度（16歳から50年間曝
露）として0.03f/mlの評価値が設定されている。た
だし、評価値が8時間曝露を前提としているのに
対して、工場周辺地域では24時間曝露と想定で
きるので評価値の1/3の値（0.01f/ml）と比較すべ
きであろう。この値は大気汚染防止法で規定され
ている石綿製品製造工場の敷地境界基準でもあ
る。なお、職業性の曝露を週40時間（＝8時間/日×
5日）、周辺地域での住民の曝露を週168時間（＝
24時間/日×7日）として、量反応関係式による死亡
数の予測値を4.2倍（＝168/40）する考え方もあり、
この場合は、今回算出したアスベスト繊維数濃度
は0.71倍（＝3/4.2）となるため、0.01f/mlの場所は
0.0071f/mlになる。ただし、比較するべき値も評価
値0.03f/mlの1/4.2倍（0.0071f/ml）となるので、リス
ク評価としては変わらない。
本シミュレーションにより0.01f/ml以上と推定され

た地域は、クボタ旧神崎工場の南南西方向では
臨海地域の一部にまで及び、北北東方向では名
神高速道路の手前にまで及んでいる。北西方向
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がもっとも狭いが、それでも0.7～1kmに及び、東南
方向では神崎川を越えている。非常に広範な地
域であり、この地域に居住していた人口は1975年
時点で推定12万人前後、1957年から1975年まで
に転出した者を含めるとさらに多くなる。これらの人
たちの健康対策は重要な課題である。また中皮腫
もさることながら、アスベスト曝露による肺がんも発
生している可能性がある。
シミュレーションにより、クボタ旧神崎工場から飛
散したアスベストが最も高濃度になると推定された
場所は、同工場の南側にあるヤンマー尼崎工場の
位置である。1957年から1975年当時、ヤンマー尼
崎工場の従業員数は1000人前後であり、9割以上
は男性であったと言う。現在までの情報では、13
人（男性11人・女性2人）が中皮腫に罹患し、その
うち12人が死亡している。また、1人を除く12人が
1957年から1975年までの間に勤務していた。同
工場ではディーゼルエンジンを製造しており、この
12人の中には鋳造工場と組立工場でアスベスト（ク
リソタイル）含有材料を使用する部署に所属して
いた者がいるが、仕事ではアスベストに接触してい
ない者もいる。シミュレーションにより推定されたア
スベスト濃度からヤンマー尼崎工場の敷地内の
平均濃度を大まかに計算すると、Briggsの拡散パ
ラメータでは1.3f/ml、Pasquill-Giffordの拡散パラ
メータでは1.5f/mlとなる。これらの値は日本産業
衛生学会の評価値0.03f/mlの40倍以上である。
したがって、ヤンマーでアスベストを取り扱っていな
い場合でも、クボタから飛散したアスベストへの曝
露により中皮腫を発症していたとしても不思議では
ないと考えられる。

3. 高濃度の出現可能性

アスベスト繊維数濃度は最も高いところで3f/ml
を超えていたと推定されたが、これはアスベストを
取り扱う作業場の濃度に匹敵する。工場敷地の
外側でこのような高濃度が実際に出現する可能性
はあり得るだろうか。
本シミュレーションではアスベストの放出量を1秒
間で107と仮定し、周辺地域の相対濃度を推定し
た。そして、中皮腫死亡数を基に相対濃度から繊

維数濃度への変換係数を求めた。変換係数は
BriggsおよびPasquill-Giffordの拡散パラメータの
場合で、それぞれ0.0058m3f/mlおよび0.0018m3f/
mlとなった。したがって、アスベストの放出量はそれ
ぞれ5.8×1010f/secおよび1.8×1010f/secとなる（107

×0.0058×106＝5.8×1010, 107×0.0018×106＝1.8×
1010）。年間の放出量にすると1.8×1018fおよび5.7×
1017fである（5.8×1010×60×60×24×365＝1.8×1018, 
1.8×1010×60×60×24×365＝5.7×1017）。
ここで言うアスベスト繊維数とは量反応関係式
で使用するものであり、光学顕微鏡により長さ5μm
以上でアスペクト比3：1以上の繊維を計測した値な
ので、1f/mlといっても実際には1本の繊維だけでな
く、長さ5μm未満の繊維や5μm以上でも細くて光
学顕微鏡では観察できない繊維も多数存在して
いるはずである。米国環境保護庁（USEPA）は、
光学顕微鏡で計測したアスベスト繊維数と重量の
関係として3×107f＝1mgを示している。この値を使
用して年間放出量を重量に変換すると、Briggsの
場合は60t、Pasquill-Giffordの場合は19tとなる。
クボタの資料によると、1957年から1975年における
神崎工場でのクロシドライトおよびクリソタイルの使
用量は年平均でそれぞれ4670tおよび4600t、計
9260tである。したがって、このシミュレーションでは、
Briggsの場合は使用量の0.6％、Pasquill-Gifford
の場合は使用量の0.2％が工場外に放出されたこ
とになる。
Fowler（SRI International, 1977）はアスベス

ト産業におけるアスベストの飛散係数を推定して
おり、石綿鉱山での採掘で0.25～0.4％、製粉で0.5
～1.8％を、石綿製品製造工場では0.01～0.05％を
示している。ちなみに石綿管製造工場の飛散係
数として0.01％を示しており、本シミュレーションで推
定された飛散係数0.6％あるいは0.2％はかなり大き
い。この差の原因として考えられることのひとつは、
Fowlerの示す値は飛散防止対策が改良された
工場と記載されており、この点がクボタ旧神崎工場
とは異なっていた可能性である。もうひとつは、旧
神崎工場周辺に飛散したアスベストのKM値が大き
く、実際の繊維数濃度は推定値より低く、このため
飛散量の割合はもっと小さかったのかもしれない。

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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C. 結  論

1. 本報告書作成時点で、診断が中皮腫であり、
かつ職業性曝露が否定され、近隣曝露と考え
られた86人（図E）のうち77人の居住地がクボタ
旧神崎工場の半径1500m以内にあった（図C）。
地域分布は、同工場を中心にばらついており、東
西方向には少なく、南北方向、特に南側に多く、
少し西側に偏っている結果が得られた。

2. 中皮腫が独立した死因コードとして扱われる
ようになったICD10（1995年1月1日）以降の検討
では、中皮腫死亡によるSMRの有意な上昇が、
1995-1999年で男女とも半径600m以内、2000年
以降は男性で900m以内、女性の場合はさらに
広く1500m以内で認められた。SMRは中心に
近いほど高く、特に300m以内のSMRは11.7ない
し54.1と大きい値を示した（表B）。

3. 勤務先が曝露地点と考えられた者の就労場
所はクボタ旧神崎工場の近隣であった（図D）。

4. 尼崎市における当時の気象データを基にし
て、シミュレーションによりクボタ旧神崎工場周辺
地域のアスベスト相対濃度を推定した結果、ア
スベストの飛散方向は南南西が最大であり、そ
れは中皮腫患者の発生分布状況とよく一致して
いることが示された（図6と図7）。

5. シミュレーションにより得られたアスベスト相対
濃度別に中皮腫のSMRを算出して量反応関係
を検討したところ、アスベスト相対濃度の増加と
ともにSMRは直線的に上昇していることが確認
された（図8と図9）。

6. 先行の疫学研究から得られているアスベスト
繊維数濃度と中皮腫死亡率の関係式を用い
て、周辺地域におけるアスベスト繊維数濃度を
推定した。濃度が最も高かったと推定された場
所は旧神崎工場の南側で3f/mlを超え、それは
日本産業衛生学会の評価値0.03f/mlの100倍
に相当した。大気汚染防止法で定める敷地境
界基準である0.01f/ml以上の濃度と推定された
地域は、南南西方向では臨海地域の一部にま
で及び、北北東方向では名神高速道路の手前
にまで及んでおり、非常に広範囲であると推定さ
れた（図10と図11）。

以上の結果は、クボタ旧神崎工場周辺に中皮
腫患者が有意に集積していること、これらの原因と
して同工場で使用されたアスベスト、特にクロシドラ
イトが決定的な役割を果たしていることを示すもの
である。

D. 課   題

1.    中皮腫発生リスクの継続的評価と監視

クボタ旧神崎工場ではクロシドライトが1975年ま
で、クリソタイルはそれ以降も使用されていたことか
ら、アスベストによる発がんの潜伏期間を考慮する
と、周辺地域では2020年を超えても中皮腫の過剰
死亡は続くと予想される。中皮腫の全発生を確実

に把握し、同工場周辺のリスクを継続的に評価と
監視していくことが必要である。

2.    肺がん等石綿関連疾患の発生状況の把握

アスベスト曝露による中皮腫の過剰死亡が今
回明確に示されたことから、石綿肺がんの発生も
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十分に推定されるため、その実態解明が急務であ
る。具体的には、クボタ近隣で発症した肺がん症
例の収集、肺組織中の石綿小体やアスベスト繊維
の分析、症例対照研究による肺がんの発生リスク
の評価が必要である。胸膜プラークについても症
例対照研究が望まれる。

3.  クボタ旧神崎工場周辺事業所に就労歴を有

する者の実態把握

周辺事業所で勤務していた者に非職業性の中
皮腫が発生していることが今回明らかになった。
周辺事業所での就労経験者に対する中皮腫・肺
がんなど石綿関連疾患のリスクについての注意喚
起と、健康管理の周知が必要である。

4.  近隣曝露と職業性曝露の重複例と近隣事業

所での労災認定事例等の再評価

職業性曝露が否定しきれない例が認められた
が、その全員の居住地はクボタ旧神崎工場の半径
1500m以内にあった。今回、推定された中皮腫の
発生リスクの大きさから考えると、こうした例をリスク
分析対象から一律に除外したことは再検討の余
地がある。同様に、クボタ近隣事業所での直接的
職業性石綿曝露を理由として労災認定されてい
る事例、クボタ近隣に居住歴や勤務歴のある他地
域での労災認定事例などを、近隣曝露の観点から
も検討することが必要である。

5.  リスク保有集団の健康管理の推進

クロシドライトが使用されていた1957年から1975
年までの間、さらには最長クリソタイルの使用が終
了した1995年までの間に、クボタ旧神崎工場周辺
地域に居住歴を有する者をリスク保有集団とし、石
綿関連疾患について効果のある健康管理体制を
整備し、推進していくことが望まれる。この時、胸膜
プラークは石綿曝露の指標として重要であるが、プ
ラークが画像上明瞭でない者にも中皮腫の発生
が少なくない事に留意すべきである。

6.  被害の全体像の解明

今回の調査は、身体的影響のみの評価にとど

まっている。患者本人のみならず家族が受けた精
神的苦痛をはじめとして、生活全般に関わる様々
な被害の全体像を明らかにする必要がある。加え
て、当該地域全体が受けた影響を学際的な立場
から多角的に解明することが望まれる。

7.  胸膜腫瘍などの診断を受けた者の診断の再

検討

胸膜腫瘍、癌性胸膜炎などの診断には中皮腫
が紛れ込んでいる可能性があり、これらの診断を
受けた者の発掘と系統的な臨床医学的再検討が
必要である。

8.  クボタとその関連企業労働者を対象とした疫

学調査の実施

クボタ旧神崎工場の従業員の多くに中皮腫等
の石綿関連疾患が発生していることは公表されて
いる。しかし、基本的には粗集計に過ぎない。同工
場で石綿管製造工程に関与したと思われる関連
企業の労働者の状況については、さらに資料が乏
しい。アスベストの工場内外に対する影響を正しく
評価する上で、こうした労働者を対象にした外部
の専門家による疫学調査が必須である。

9.  今回の結果に到った事実関係の解明と責任

の所在の明確化

クロシドライトと中皮腫との関連性は、1960年の
Wagnerらの報告によって初めて広く国際的に認
識され、近隣曝露による発生事例も広く知られるこ
とになる。クボタ旧神崎工場でのクロシドライト使用
開始3年目のことである。Wagnerらの報告を肯定
する研究が続いていく中で、同工場ではクロシドラ
イトの使用が1975年まで継続され、クリソタイルは
1995年まで使用された。このことの妥当性につい
て、慎重かつ真摯に吟味されなければならない。
加えて、管理監督する立場にあった関係省庁の指
導は十全であったのか、労働衛生行政と環境行
政の連携は適切だったのか、地域の行政機関は
対応方法がなかったのか、専門家は適切な警告と
行動をしてきたのか、臨床医は気づく余地はなかっ
たのかなど、今後の教訓とするためにも、事実関係

特集／尼崎クボタ・アスベスト公害新局面
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の解明とそれぞれの責任の所在を明らかにする
作業が必要である。

10. アスベスト近隣曝露事例の発掘と疫学調査

の実施

今回の近隣での大規模な中皮腫発生の原因
は、クボタ旧神崎工場で発がん性の強いクロシドラ
イトが多量に使用され、しかも結果的に人口密度
の高い地域に工場が位置してしまったことにある。
しかし、小規模ながら、同様なことが全国の石綿
関連企業周辺で発生している可能性は高く、現に
いくつかの事業場周辺でそのことが指摘されてい
る。それぞれの地域で全貌を明らかにするための
疫学調査が必要である。
以上、本報告書を作成する過程で私たちが考

えてきた課題を列挙した。必ずしも整理されてはい
ないし、解決の道筋が見通せたものでもない。むし
ろ困難な課題ばかりと言ってもよい。しかし、これほ
ど多くの中皮腫を発生させ、患者本人のみならず
家族に多大な苦痛が加えられたことを思うと、当該

企業であるクボタはもちろんこと、行政、専門家、広
くは国民が、それぞれの行動と役割を省みる必要
があろう。課題克服のためには、そうした痛切な反
省に立ち、クボタ、行政、患者・家族、支援団体、関
係医療機関、専門家の信頼関係に基づいた共同
作業が不可欠と考える。

【謝辞】

長時間の聞き取り調査に快く応じて下さった134
人の患者・家族の皆様方に厚く御礼を申し上げま
す。また、調査活動にご協力を頂いた花岡光義
氏にも感謝申し上げます。本研究に使用した気象
データ（風速・風向・日射量）は尼崎市からご提供い
ただきました。ここに記して感謝いたします。なお、
本調査に要した費用は全て奈良県立医科大学の
講座研究費から支出した。
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1978年年3月のある日、オウさんがたいへん
興奮した様子で、私に1日つきあってほしいとい
い、オフィスの敷地にある早稲田奉仕園の一室
を借りた。彼は誰と用談をするさいも、10分以
上はかけないほど多忙な人だったので、私は
びっくりした。
ふたりだけで部屋にいくと、彼はハングルで書
かれた紙の束をもって、これから話すことを書き
とってほしいといって、読みながら日本語で話し
はじめた。それは東一紡績労組の女性執行部
に、再び起ったあまりにも凄惨な弾圧について
の、詳細な報告だった。

さらなる凄惨な弾圧

前号に記した弾圧の後、耐えられなくなって
会社をやめた人や、やむなく第二組合に移った
者もいたが、女性執行部の第一組合には依然

として、女子労働者の大半がとどまっていた。
2月21日は第一組合の役員改選の日だった。
早番の人が午前6時前に投票のために組合事
務所に行くと、投票箱はぶちこわされ、暴力団
が組合事務所を占拠していた。男たちはゴム
手袋に、当時は水洗ではなかった便所の糞尿
を汲み出したバケツを持っていた。そして投票
のために次 と々はいってくる女性たちの頭から
浴びせたり、髪の毛をつかんで口にも目にもおし
こんだりし、汚物まみれで抵抗する女性たちを
なぐり倒すなど、暴力の限りをつくしたという。
この暴力を働いた男たちは、会社が雇った
暴力団ではなく、組合の上部団体である、全国
繊維労働組合が、組織行動隊という形で、空
手六段の組合役員らを中心に、その道場に出
入りする男たちを含めて組織した、いわば労働
組合内部の連中だった。
またこの暴行のさい、現場に警察官が動員

東一紡績の闘いを伝える
塩沢美代子

連載第45回

塩沢美代子「語りつぎたいこと―日本・アジアの片隅から」 45
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されていながら、救いを求める女子組合員の
叫びに、冷笑を浮かべ手をこまねいていたそう
である。これは警察と、労組の全国組織が一体
となっていることを示しており、女性たちの怒り
を強めた。
“いくら貧しいくらしをしていても、私たちは人
間である。クソをたべることはできない”とくやし
さにじだんだをふみ、泣き叫ぶ女子組合員のう
ち、70人余りが負傷し、投げつけられたガラス
の破片で、七針縫う重傷者も出た。
想像もつかなかったこのような暴挙により、正
常な組合活動である役員選挙を妨害された組
合役員と女子組合員の有志は、3月10日から仁
川の都市産業宣教会や、ソウル市内のカトリッ
ク教会で、抗議のハンストにはいったが、その数
104人で、すでに1週間をすぎており、牧師や神
父などの支援者が、必死で、ハンスト中止の説
得をつづけているという。
文字どおり命がけの抗議に対する会社の反
応は、ハンスト参加者をふくめ抗議行動をした
女子労働者120名余りのロックアウトであり、解
雇であった。
ごくおおまかに要約すると、以上のような事
実が、ハングルのメモを訳すオウさんの口から
語られた。

事実を日本のマスコミに

あまりにも非道な弾圧に愕然としながら、ひと
ことも逃さずにと、夢中でメモをとった私にオウさ
んは、“この事実をすぐに日本のマスコミに載せ
て下さい”といった。
私は書きとったメモを読み返してみたが、そ

れだけでは、マスコミに持ち込むわけにはいか
なかった。今回の弾圧については詳細に述べ
られているが、こういう事態に至ったいきさつが
はっきりしない。前号に記した東一紡績の労働
条件や女性執行部による活発な要求活動など
は、私がこの直後に、韓国の現場へ行って聴き

とりをして把握した事実で、この時点では、具
体的な労働実態は全くわからなかった。劣悪
な労働条件といっても、どう劣悪なのか、長時間
労働とは何時間なのか、低賃金とはどのくらい
か等々がわからないと、労働争議に関する記事
にはならない。私はメモを読み返して、そういう
疑問点を書き出し、オウさんにたずねたが彼も
全く知らなかった。
オウさんが一刻も早く日本のマスコミに載せ
てほしいといったのには、わけがある。当時の
韓国内に言論の自由は全くなかったから、こん
な事件は国内では報道されなかった。国内の
弾圧に自信をもっていた独裁政権にとって、ひ
とつだけ気になるのは国際世論だった。日本
で報道されれば、英文になってすぐグローバル
に広がるから、必死でたたかっている女性たち
に対する弾圧を、少しでもゆるめさせるには、日
本のマスコミに載せることが、急務だったので
ある。そうなると私が現場に行ってしらべてくる
しかない。同時に彼女たちのたたかいへの、
CCAからの支援金も用意されていた。オウさん
は遠慮がちながらも、“塩沢さんが行って下さっ
たら、どんなに女性たちが喜ぶでしょう”といっ
た。

急遽、韓国に飛ぶ

そのとき私は美濃部都政下で、重要な役割
を課せられていた。国際婦人年の行動計画
を、都の行政にどう生かすかを提言する、大規
模なプロジェクトの一員で、また都の労働審議
会の学識経験者委員に、初の女性として起用
されたばかりだった。それで国際婦人年プロ
ジェクトの労働部会の座長をしていた。部会
の使用者側には頭の切れる委員や、第三者委
員には有名な労働法の学者もいて、そのまとめ
役は、当時の私にとってもっとも重要な仕事だっ
た。韓国に行くしかないとなった日の3日後には、
その会合が設定されていた。東一紡績の女性
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たちのハンストは続行中で、自分は母国に行くこ
とのできないオウさんの焦燥感ははげしく、4日
後なら行けますといえる状況ではなかった。私
は3時間くらい悩みに悩んだあげく、韓国行きを
決断した。座長である会合をドタキャンする嘘
を、どうつくかにも考えあぐねた記憶があるが、
何とごまかしたかは忘れてしまった。

KCIAの監視下

韓国に着くとすぐ、NCCの人権局のイーキョ
ンベ牧師が、地下鉄と乗り入れになっている電
車で、1時間くらい乗って仁川に連れて行って
下さった。彼との会話は英語だったが、電車の
なかでは必要最小限しか口をきかなかった。
韓国に足を踏み入れたとたんに、“壁に耳あり
障子に目あり”の警戒心が働いていたからであ
る。
仁川の駅から少し歩くと、都市産業宣教会

の会館（キリスト教団体が支えている労働会
館）があり、その中で女性たちがハンストをして
いるという場所に着いた。オウさんが私に読み
きかせたこの争議の報告も、誰かがこっそり持
ち帰ったものだから、時間的ずれがあり、私が
かけつけたときは、2週間近くに及んだハンスト
を、支援者たちの必死の説得で、やっと中止し
た3～4日後だった。
建物の見える場所に来ると、その横にやや
大型の黒い乗用車がとまっていた。案内役の
イー牧師が、“あの車がKCIAの車で、24時間
体制で見張っているのですよ”と教えてくれた。
緊張したが、何が起るかわからないという覚悟
の上でここまで来たので、うつむきかげんで彼と
は無言のまま、建物にはいった。

女性たちから直接の聴き取り

ハンストは3日前に終ったそうで、参加者は会
館の2階やどこかで休養しているらしく、チョー

牧師と執行部の女性5～6人が迎えてくれた。
イー牧師が私の紹介をすると、とても嬉しそうな
表情で、言葉は全く通じないのに、昔からの仲
間のように心が通うのを感じた。ハンストをとい
て4日目とは信じられないほど元気で、私が次々
と発する質問に、熱心に答えてくれた。“よくぞ
聞いてくれた”という思いがこもっていた。
日本のマスコミに載せるには、少しの誤りもな

く、すべての事実を正確に聴きとらなくてはなら
ない。私は聴きもらさないように、予め用意して
いたメモにそって質問すると、その答えからま
た新たな質問が生まれる。しかも通訳は英語
だから、私は全精力を注いで聴いた。
幸い韓国人の話す英語は、日本人の英語と

同じくらい聴き易い。ときには彼が、“私にはよく
意味がわからないのですが、彼女らはこういう
ことをいっています”ということがあった。そこで
“私には察しがつくのですが、こういうことかと
確かめてください”という。そこで彼が韓国語
でしゃべると、みんながその通りと、大きく頷いて
くれる。彼女らの表情に、この人はよくわかって
くれるという、親愛の情と信頼感がどんどん高
まってくるのを感じた。
こうして約4時間余りの聴きとりをし、前号にご

くおおまかに要約した労働実態や、今回の弾
圧の経過を知った。この時点で、ハンストで抗
議した104名は解雇され、残った女性たちで会
社は操業をつづけていた。社内の状況は刻々
と伝わっており、彼女らは残った女性たちが、会
社の強硬姿勢で痛めつけられているだろうと、
その身を案じていた。

呼び戻されたら…

聴きとりを終り名残りを惜しみながら外に出る
と、監視中の黒い車の窓にべたっと顔をつけて
いる3人の男が見えた。思わずうつむきかげん
で通りすぎようとしたとたんに、ひとりの男が飛
び出してきて、肩を並べて歩いていたイー牧師

塩沢美代子「語りつぎたいこと―日本・アジアの片隅から」 45
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の肩をたたいて、警察手帳のようなものをぱっと
見せた。私は心臓が凍りつきそうだったが、一
緒に立ち止まることはない、呼び戻されればそ
れまでだと考え、ひとりですたすたと歩きつづけ
た。幸い私は呼び戻されなかったので、100メー
トル近く歩いた物かげから、彼の様子を見守っ
た。彼が連行されてしまったら、韓国語はわか
らずハングルも読めない私は、電車に乗ってソ
ウルへ帰ることもできない。そうしたら会館へ
戻って、身振り手振りで事態を知らせるしかな
い。言葉は通じなくてもチョー牧師もいるから、
なんらかの対応をして下さるだろうと考えなが
ら、様子をうかがっていた。幸い5分くらい立話
で訊問されていた彼は、やがて私がかくれてい
たあたりに歩いてきた。そして明日どことかに出
頭しなければならないと、暗い顔をしていた。

証言テープを託される

翌日NCCでは、私に日本に持ち帰ってほしい
多くの書類と、10箇近いカセットテープについて
話しあいがもたれた。昨日仁川でイー牧師が
チェックされているから、私に持たせて大丈夫
かという点だった。結論として“塩沢さんは口をき
かなければ、韓国人にしか見えない。もし外国
人と見られたら、間違いなく昨日チェックされた
だろう。だから空港で特別にチェックされること
はないだろう”となった。
そこで私は例によって、観光客相手のおみや
げ物の店にいった。書類はなんとか隠せるが、
問題はカセットテープだった。これには東一紡
績の女子労働者たちの、ひとりひとりの声がは
いっているという。店内をしばらくうろうろした私
は、チマチョゴリのお人形に目を付けた。スカー
トが胸のところから拡がっているから、中を見
ると胸の下はただの棒で、スカートの内部に広
い空間がある。この棒にガムテープでカセットを
しっかり巻きつければ大丈夫だろうと思った。カ
セットの数が多いから、大きな人形でスカートの

布地が厚手でないとまずい。かくして私は、もっ
とも大きくてスカートの布地がビロードの、いち
ばん高価な人形を買うはめになった。ガラスの
ケースも、ガラスを守るボール紙などに書類を隠
せると思って一緒に買った。
NCC会館の中で、窓のない密室構造の部
屋で、ある牧師夫人に手伝ってもらって荷造りを
した。念には念をいれて、カセットをガムテープ
でしっかり止めると、狙いは当って外からは全く
わからなくなった。書類は小分けして、古新聞
に包みその上にダンボール紙を当て、ガラス箱
の保護として、いとも自然に出来上がった。手
伝ってくださった方に、あなたは頭がいいですね
とほめられた。

人形ケースは没収

空港の荷物検査のさい、人形のケースはこ
われ物なので、手荷物にしてほしいというと、
あっさりOKといってくれた。こわれ物とわかるよ
うに、ガラス箱の上を少し見えるようにしておい
たのである。イミグレーションも何事もなく通り、
搭乗待合室で緊張がいっきにほぐれ、ぐったりと
椅子に倒れこんだ。
搭乗案内があり、いそいそと歩き出したとき、
思わぬところから男が現れ、人形箱を指差して、
“それは持ち込んではいけない”といった。反
射的に“なぜ”といった私に、“ハイジャック防止
のためにガラス類は機内へ持ちこめないので
す”と丁重にいった。手荷物にしてほしいため、
上部を少し開けガラスとわかるようにしたのが
裏目に出てしまった。
ものすごい動悸のなかで私は、“ガラスがこわ
れないように、このなかに私の下着がつめてあ
るので、それを出してからお渡しします”といっ
て待合室に戻り、トイレにとびこんだ。幸い免税
のお酒や煙草を買った大きな袋があったので、
書類をかくしたボール紙をすべてそこに移し、
人形だけ抱えて戻り、惜しそうに彼に渡した。
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彼は“ほんとうにお気の毒ですが規則なので。
韓国内のどなたかの住所を教えて下されば、そ
ちらにお送りしますが”というので、“観光に来た
ので知っている人はいません”といって機内に
はいった。大事なものはすべて持ち出せたとい
う安堵感は大きかったが、極度の緊張に神経
が高ぶったのか、興奮状態のまま羽田に着い
た。

朝日ジャーナルに掲載

聴きとった事実をどうやってマスコミに載せる
かを考え、以前にインタビューを受けたことがあ
るので、感覚がいいと思っていた朝日ジャーナ
ルの編集者に話を持ち込んだ。
彼は乗気で相当に広いスペースの字数を指
定して、原稿を書いて下さいといった。
私はあまりに詳しく聴きとったので、指定字数

内に要約するのに苦労したが、一気に書き上
げて渡した。ところが筆者名に本名をかけば、
今後はビザがもらえず韓国には全く行けなくな
る。それで偽名で出して欲しいというと、編集長
がびびってしまった。その頃は新聞に韓国の民
主化闘争の記事を載せたために、ソウル支局
を閉鎖されてしまった例がいくつもあった。私は
いっそ本名を出してしまえばすぐ出るし、もう韓
国に行けないから、怖い思いをしなくてすむとい
う気もなくはなかった。しかしチョー牧師やあの
女性たちに、また会いたいと思う気持の方が強
かった。
語れば長いいきさつがあって、やっと6月16日
号に吉岡泉という名前で掲載された。
オウさんが“すぐマスコミに”といってから3か
月後のことで、その間、私はオウさんの顔をまと
もに見られなかったのである。

塩沢美代子「語りつぎたいこと―日本・アジアの片隅から」 45
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ワーカーズ・メモリアルデーに
地球規模での解決誓う
石綿対策全国連絡会議第19回総会

4月28日、石綿対策全国連絡会議は、第19回総
会を開催した。
この日は、世界の労働組合やNPOが提唱する、
労働災害・職業病被災者のための国際記念日―
ワーカーズ・メモリアルデー。世界各地の様 な々行
動に連帯して、全国連は午前中に、新宿駅西口駅
頭で街頭情宣活動を行った。
アスベスト被害者とその家族、全建総連、全港
湾、安全センター関係者ら40名が参加し、代わるが
わる宣伝カーのデッキの上に立って訴えながら、｢ノ
ンアスベスト社会の実現と全ての被害者に公正な
補償を！｣、｢アスベスト全面禁止は地球的課題｣と
訴えたチラシを配布した。
午後、高田馬場の全建総連本部会議室に会場

を移して、第19回総会。約60名が参加した。
今回は活動報告・方針、会計報告、役員体制と

いう通常の議案の他、「すべての被害者に公正な
補償と『アスベスト対策基本法』の制定を求める決
議」及び「石綿対策全国連絡会議はアスベスト問
題の地球規模での解決をめざす」という二本の決
議案が提案され、討論の後、すべての議案が満場
一致で採択された。両決議を次頁に紹介する。
議事終了後、車谷典男・奈良県立医科大学教
授による記念講演「尼崎・クボタのアスベスト被害
のひろがり―疫学調査結果から―」も行なわれた。
記念講演の内容は、別掲（9頁参照）報告書の内
容を紹介していただいたものであり、そちらを参照

していただきたい。 
総会開会の挨拶で佐藤正明代表委員（全建総
連）は、「全国連は本当に国民の先頭に立って要
求実現のために奮闘してきたと自負している。成果
をおさめてきたということをしっかり確認して前進し
ていこう」と訴えた。
伊藤彰信事務局次長も、「この1年間の大きな運
動は成果があったと総括するべき」と強調。187万
筆を超した署名や2,500人の国会デモの先頭に多
くの患者・家族が立ったことなど、約15年前の「ア
スベスト規制法」制定運動の頃と比べて格段と前
進しているばかりでなく、何よりも全国連が提起した
中味が「世論」をつくってきたと指摘した。その上
で、全国連が「規制法」という形で対置した「予防
原則論」が当時、業界や政府の「管理使用論」を
突破できなかったことをしっかり総括することが、今
後の取り組みにも重要と考えていると話した。
国労の久保孝幸業務部長は、昨年の総会で決
意表明をして以降の取り組みの状況を報告。3月
までの旧国鉄・JR関係の認定者24件（申請者36
件）、健康管理手帳交付41名。住所がわからなく
なっている者も多い退職者に健康管理制度等を
周知するために新聞広告を出させたり、旧国鉄関
連の時効救済制度、車輌・建物等のアスベスト使
用状況の把握と除去対策などについて交渉を重
ねてきた。
なお今総会には参加できなかった海員組合から
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も、3月末現在の認定16件（申請34件）、昨年新設
された船員健康管理手帳の交付143名等という
報告をいただいている。
中島圭子代表委員（自治労）からは、あらためて
職場だけでなく地域も視野に入れた取り組みを強
化していこうと、「アスベスト対策チェックリスト」を作
成して、7月の安全衛生月間での積極的な活用を
図っていくとともに、予算要求や議会対策を念頭に
自治体要請書モデルも作成中であることが紹介さ
れた。また、連合代表としてILO総会に参加予定
の中島さんは、国際自由労連（ICFTU）の日本大
会や昨年末香港での世界執行委員会決議等に
ふれながら、地球規模での禁止をめざした世界の
労働組合の運動との連携の重要性も強調した。
記念講演では、クボタと患者・家族らとの救済金
支払い交渉合意の報告・問題提起も含めて、関西
労働者安全センターの片岡明彦さんと患者と家族
の会の古川和子さんも出席、発言していだいた。
片岡さんは、職場で近隣曝露を受けた労働者の

「巻き添え」あるいは「もらい」労災や下請け労働
者の労災上積み補償の問題、そして公害被害者
に対する労働組合の支援―労働組合として取り

組んでもらいたい課題を提起。「アスベスト問題で
労働組合と住民の連帯・共闘ができなかったらどう
するのか」と熱っぽく訴えた。
古川さんは、クボタ・ショックという言葉が日本中を

かけまわり、大きなうねりができたのも、20年の長きに
わたって運動をしてきた皆様方のおかげ。「一言そ
の御礼を言いたくてやってきた」と発言。しかし、ク
ボタに始まりクボタ（の救済金合意）で終ってはいけ
ない―クボタを新たなスタートとして地球的規模で
本当の意味で人類の救済につなげていく。そのた
めに患者と家族の会も一段と結束を強めていくと
決意表明した。
記念講演の司会をした永倉冬史事務局次長

（アスベスト・センター）は、臭いも色もなく気がつか
ないままアスベストに曝露するという事態は今も生
じているかもしれない。とくに学校の除去工事等が
集中すると予想される今年の夏に向けた監視を強
化していく必要があると提起した。
すべての発言は紹介できないが、富山洋子代
表委員（日本消費者連盟）は総会の閉会挨拶のな
かで、「これから一層力をそろえて世界から
アスベストを根絶させよう」と訴えた。

クボタ・ショックによって日本社会は初めて、アス
ベスト被害と被害者・家族に正面から向かい合うこ
とになったと言ってよいでしょう。世界中で労働災
害・職業病の被害者を記念する―ワーカーズメモリ
アルデーのこの日に第19回総会を開催した私たち
は、アスベストによって尊い生命を奪われた被害者
の冥福を祈り、今まさに闘病中の方 に々お見舞いを
申し上げます。
私たちはまた、クボタ・ショックの発端をつくった三

【決議①】すべての被害者に公正な補償と
「アスベスト対策基本法」の制定を求める決議

2006年4月28日  石綿対策全国連絡会議第19回総会

人の中皮腫患者の一人であり、石綿健康被害救
済新法が施行された3月27日に逝去された故前田
恵子さんの、不治の病と大企業に立ち向かった勇
気に心から敬意と感謝を表します。私たちは、貴女
の遺志をしっかりと受け継いでいきます。
クボタと中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
等は4月17日に各々、話し合い協議を経て「旧神崎
工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様
に対する救済金支払い規定」の骨子がまとまった

石綿対策全国連第19回総会
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ことを公表しました。同
社は、退職者も含めた
労働者のアスベスト被
害に対しては、公的労
災補償に加えて2,500
～3,200万円を支給す
る等の「上積み補償制
度」を実施しています
が、工場周辺住民被害
者に対しても新たに、石
綿健康被害救済新法
とは別に「救済金」とし
て2,500～4,600万円を
支払うというものです。
原則として、①石綿
健康被害救済新法の

連疾患等の取り扱いについても真摯に協議に臨
むべきです。第3に、下請・出入り業者の労働者の
被害に対しても正社員並みの補償を実施すべき
です。そして第4に、日本で最後の最後まで最大の
消費企業として、アスベスト含有建材等を、含有の
事実及び有害性等の情報を適切に知らせることな
しに製造・販売し続けてきたことの社会的責任も明
らかにしなければならないと考えます。
同時に、クボタ以外のアスベスト関連企業が、
被害者や家族の訴えを待たずに、ただちに最低限
「クボタ並み」の、すべてのアスベスト被害者に対
する補償/救済制度を確立・公表することを要求し
ます。クボタ・ショック直後に私たちは、（社）日本石
綿協会に要望することを通じてすべてのアスベス
ト関連企業に対して、アスベストの使用・健康被害・
対策等々に関する情報について、最低限「クボタ
並み」の内容を開示することを求めました。しかし、
今日に至るまでそれを実行した企業は一社もなく、
政府もそのような努力を完全に怠っていることを銘
記しなければなりません。
アスベスト関連企業や国自らの責任を直視する

ことなしに、ただひたすら「迅速」に救済新法を成
立させることによって、アスベスト被害の補償/救済
のあり方論議に蓋をしようとしてきた政府も同罪で
す。私たちは、「過去の検証」も新法をはじめとした

対象となった者、②アスベストを使用していた1954
～1995年の間に同工場から1km以内に1年以上
居住または範囲内に所在する職場・学校等に1年
以上生活拠点をもっていた者を対象としているもの
の、救済金運営協議会で原則から外れる場合の
取り扱いを検討する道も確保しています。
私たちは、「すべての被害者に隙間なく公正な

（労災補償並みの）補償」を要求してきました。そ
して、それはアスベスト関連企業（アスベストによっ
て利益を得てきた企業）及び国の責任によって実
現されるべきだと考えています。今回の「救済金支
払規定」は、これを実現する最初の、大きな第一歩
として歓迎します。また何よりも、当事者である患
者・家族と支援の方々のこの間の努力の賜物であ
ると理解しています。
これまでの公害・労災職業病の加害企業に多く
みられたようにいたずらに紛争化させる愚をおか
さずに、話し合いによる解決を選択したクボタの決
断にも敬意を表したいと思います。しかし同時に、
同社にとっても、これがその社会的責任をはたして
いく第一歩であることを指摘しておきたいと思いま
す。
第1に、やはり因果関係を真正面から認めて謝
罪し「救済」ではなく「補償」とすべきです。第2に、
1km超の範囲の被害、中皮腫以外のアスベスト関
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対策の策定も、まずは当事者である患者・家族の
実際を把握し、その声を聞き、さらに労働組合や
NPO等の参加を確保して行うよう求め続けてきま
した。「隙間だらけ、不公正（格差）だらけの救済法
をいたずらに拙速に成立させる」ことなどは望んで
いなかったのです。
そもそも石綿被害救済新法が、「すべての被害
者に隙間なく公正な（労災補償並みの）補償」を実
現していれば、今回のクボタと患者・家族らとの「救
済金支払規定」協議も必要なかったかもしれませ
ん。少なくともクボタが、因果関係を認めず、補償で
はなく救済であっても、今回の水準を話し合いで実
現できたことを、政府は他山の石とすべきでしょう。
新法による救済給付が実施され、「応分の財政負
担」もするのであるから、それ以上の補償/救済は
考えていないという企業もあると伝えられています
が、そもそもの前提が間違っています。新法は「解
決策」とはなっておらず、クボタの「救済金支払規
定」こそが解決への第一歩と考えるべきです。
クボタの救済金のような補償を受けられる被害
者・家族と新法による救済給付のみしか受けられな
い者との「格差」が問題になっています。補償を行
うべき企業がすでに存在しない場合や「クボタ並
み」の補償をどうしても実施できない企業もあるで
しょう。環境曝露の発生源が工場から建築物等の
改修・解体等に移行していくにつれて、加害者を特
定できない被害事例が将来増えていくであろうこと
も予想されます。それらも含めて、アスベストの使用
を早期に中止させることを怠り、かえってその使用
を事実上義務づけたり、促進してきた面すらある、
国の責任を回避することはできません。結局、個別
企業の対応によっていたのでは正義を実現するこ
とにはならず、国としての対応が必要になってくるこ
とは不可避です。
政府は、国会審議での衆参環境委員会におけ

る附帯決議として採択された、「因果関係の解明
に努め、その結果を踏まえて、必要があれば、施行
後5年を待たずとも本制度について適宜所要の見
直しを行うものとする」を、「因果関係の解明の結
果」を待たずに、ただちに実行に移すべきです。
そもそも、「因果関係の解明の努力」をどのように

していくのかどころか、努力する気があるのかどう
かすら明らかにされていない現状ですから、「因果
関係の解明」の方針はただちに明らかにされるべ
きです。
そして、それと並行して、被害者救済制度の「見
直し」を行うよう要求します。「見直し」は、部分的な
手直しですませるわけにはいかず、事実上「作り直
し」でなければ対処できないと考えます。労災補償
や「時効救済」に係る「官民格差」の解消等も必
要です。
結局のところ、私たちが呼びかけて、わずか3か

月の間に187万人を超す賛同署名が集まったにも
関わらず、いまだに実現されていない以下の請願
事項を実現するというところに戻ります。私たちは、
あらためて以下の事項の速やかな実施を政府に
要求するとともに、政府においては、省庁間の縦割
り行政の弊害を克服するため、内閣府のもとに「ア
スベスト対策会議」を設置するとともに、アスベスト
被害者とその家族、労働者、市民等の代表を含め
た「アスベスト対策委員会」を設置することを要求
します。
私たちは、全国のアスベスト被害者・家族ととも

に、その実現のために奮闘することを決意します。

1. アスベスト及びアスベスト含有製品の製造・販
売・新たな使用等を速やかに全面禁止すること。
2. アスベスト及びアスベスト含有製品の把握・管
理・除去・廃棄などを含めた総合的対策を一元
的に推進するための基本となる法律（仮称・アス
ベスト対策基本法）を制定すること。
3. アスベストにばく露した者に対する健康管理
制度を確立すること。
4. アスベスト被害に関わる労災補償について
は、時効を適用しないこと。
5. 労災補償が適用されないアスベスト被害につ
いて、労災補償に準じた療養・所得・遺族補償な
どの制度を確立すること。
6. 中皮腫は原則すべて補償の対象とするととも
に、中皮腫の数倍と言われるアスベスト肺がんな
ど中皮腫以外のアスベスト関連疾患も
確実に補償を受けられるようにすること。

石綿対策全国連第19回総会
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【決議②】 石綿対策全国連絡会議は
アスベスト問題の地球規模での解決をめざす

2006年4月28日  石綿対策全国連絡会議第19回総会

国際労働機関（ILO）が、「毎年、世界中で約220
万人が労働災害・職業病で死亡しているなかで、
アスベストだけで10万人（5分間に1人）殺している」
1と推計しているように、アスベストは人類史上再大
規模の産業災害であり、世界共通の課題です。日
本は、いわゆる先進工業国のなかでは最後にアス
ベストを使用しなくなっているわけですが、開発途
上国とりわけアジアでは今なおアスベストの使用が
継続され、増加している国さえもあるという状況の
なかで、欧米から顕在化し、日本でもその流行がは
じまったアスベスト被害の今後の世界的拡大が懸
念されています。アスベストを使用した船舶等が廃
棄物としてアジアに輸出され、防護措置なしに解撤
･再利用されている現状に対する世界の関心も高
まっているところです。2

● 2004年世界アスベスト東京会議

石綿対策全国連絡会議（英語名称：Ban Asbes-
tos Network Japan（BANJAN））は、長年、ア
スベスト問題に取り組む世界のNGO、労働組合、
被害者（支援）グループや専門家らとの連携に努
めてきました。その集大成とも言えるのが、2004
年11月19-21日に東京・早稲田大学国際会議場
で開催された「2004年世界アスベスト東京会議
（GAC2004）」3 でした。
私たちが尼崎のクボタ旧神崎工場周辺の住民

中皮腫患者と出会ったのも、まさにその準備の最
中のことでした。クボタ・ショックがこの時期に日本
で起こったことは世界史的文脈のなかにおいても
検証される必要があると考えますし、その後の日
本の対応は国際的にも注目されています。また、

GAC2004に対して厚生労働省、環境省、東京都、
日本労働組合総連合会、日本医師会、日本弁護士
連合会や幅広い学問分野の諸学会等の幅広い
後援を得られたことは、アスベストという過去の負の
遺産に社会全体で取り組む体制を構築していくた
めのモデルとしていくべきものであると考えていると
ころでもあります。
GAC2004は、世界40か国・地域からの120名の
海外代表を含む、約800名の参加者を得て、大き
な成果をあげることができました。会議が採択した、
「地球上のすべての人々のためのアスベストのな
い環境に向けた国際的行動を持続していく」決意
を確認した「東京宣言」は、「世界中の国々の（行
方を指し示す）灯台の役割を果たす」とも評価され
ています。4

また、国際自由労連（ICFTU）加盟の国際
建設林産労働組合連盟（IFBWW）、国際労連
（WCL）の国際建設労働者連合（WFBW）、世
界労連（WFTU）の建築木材建築資材労働組合
インターナショナル（UITBB）の3つの国際建設労働
組合組織が、潮流を超えて会期中に共同宣言をま
とめて公表したことは、その後の世界の労働組合
運動によるアスベストの世界的禁止キャンペーンの
先駆けとなるものでした。5

石綿対策全国連絡会議は、昨年4月13日に開催
した第18回総会において、GAC2004の成果と意
義を確認しつつ、それを日本と世界でひろげていく
という方針を確認しました。

● 2006年ワーカーズ・メモリアルデー

本日―4月28日は、世界の労働組合やNPO等が
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提唱する、労働災害や職業病の被害者のための
国際記念日―ワーカーズ・メモリアルデーです。ILO
もこの日を「仕事における安全と健康のための世
界の日」と定めています。毎年この日に、世界のア
スベスト被害者（支援）団体や労働組合、労働安
全衛生NPO等が、アスベスト問題を取り上げて、各
地で様 な々取り組みが展開されています。6

今年、地球的行動のための議員連盟（PGA）
7の代表を努めるアラン（Alain）Destexhe･ベル
ギー上院議員や、GAC2004の国際委員の中心で
もあったアスベスト禁止国際書記局（IBAS）8 コー
ディネーターのローリー・カザンアレン女史らにより、
「アスベストの世界的禁止を求める世界の国会議
員の共同アピール」（別添1参照）が呼びかけられ
ました。
このアピールには、世界41か国の123人以上の
国会議員が賛同しています。石綿対策全国連絡
会議がこの呼びかけに応えて、日本の各政党のア
スベスト対策及び通常国会でのアスベスト関連法
案審議の中心になられた方 1々4名に要請したとこ
ろ10名が賛同してくださり、当初から名簿に搭載
されていた1名を含め、日本からも、公明、民主、共
産、社民の各党所属の国会議員11名が名を連ね
るところとなりました。
私たちは、世界の国会議員によるこのイニシア

ティブを全面的に支持するとともに、協力してアス
ベストの世界的禁止の一日も早い実現をめざして
奮闘することを誓います。

● 日本の「2006年度中に全面禁止」公約

そのためにも、日本政府に、一日も早く「2006年度
中に全面禁止」の公約10を実現させなければなり
ません。2006年1月18日に発表された厚生労働省
の「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等
検討会報告書」11が、「2006年度中のポジティブリス
ト化（7つの例外製品を除き原則禁止）」だけを提
言したもので、国会審議でも、「完全な（例外なき）
全面禁止」の時期は「『できるだけ早期に』以上の
ことは言えない」という政府答弁にとどまっていて、
公約が反古にされかねない状況にあるからです。
「原料アスベスト」の輸入は、2004年10月1日の

「原則禁止」（10種類のアスベスト含有製品の禁
止）により、2005年には110トンにまで激減しました。
しかし、今回石綿対策全国連絡会議が確認したと
ころによると、ジョイントシート等のアスベスト含有製
品の輸入及び輸出とも必ずしも減少していないこ
とが判明しています（別添3［省略］参照）。12

● 2006年アジア・アスベスト会議（タイ・バ
ンコク）

世界的禁止の最大の焦点は、アジアです。いま
や世界のアスベスト消費量の約6割を占めるアジア
9のアスベスト使用をめぐる動向が、アスベストの世
界的禁止の帰趨を決すると言っても過言ではあり
ません。この点で、前記の共同アピールに日本、韓
国、タイ、フィリピン、カンボジア、ラオス、インド等の国
会議員が賛同していることは重要と考えます。
石綿対策全国連絡会議（BANJAN）、インド・ア

スベスト禁止ネットワーク（BANI）に続いて、昨年7
月にフィリピン・アスベスト禁止ネットワーク（PBAN）
が環境NPOや労働組合、専門家らによって設立13

されたり、2005年10月にはパキスタン・イスラマバー
ドでセミナー「既知の発がん物質：アスベスト、アス
ベスト含有タルク、シリカとパキスタンの環境法」が
開催14されたりと、GAC2004参加者らによるアジア
各国での取り組みが伝えられてきています。
しかし他方で、アジアの市場を確保しようというア
スベスト産業の働きかけも熾烈です。直近の例とし
ては、今年3月1-2日にジャカルタで開催された国際
科学シンポジウム「クリソタイル：最近の研究、確固
としたデータ、新たな現実」があげられます。主催
はインドネシア大学の呼吸器及び労働安全衛生の
二つの医系学科でしたが、カナダ大使館がスポン
サーとなり、世界中で使い古されてきた「クリソタイ
ルと角閃石系アスベストは異なる」、「管理して使用
すれば安全」等のプロパガンダが繰り返されている
のです。15

そのようななかで、まさにGAC2004を引き継ぐか
たちで、2006年アジア･アスベスト会議が、本年7月
26-27日にタイ・バンコクで開催されることが決まりま
した。主催はタイ政府の保健省疾病管理局で、労
働省の関係部局が共催となっています。この準備

石綿対策全国連第19回総会
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には、IBAS（ローリー・カザンアレン）と石綿対策全
国連絡会議（担当・古谷杉郎事務局長）が主催者
と連絡を取り合いながら当たってきました。詳しく
は別添2のとおりですが16、井内康輝（広島大学）、
森永謙二（産業医学総合研究所）、古川和子（中
皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会）、名取雄
司（中皮腫・じん肺・アスベストセンター）、中地重晴
（環境監視研究所）、高橋謙（産業医科大学）の
各氏らの参加がすでに決まっており、日本からの貢
献の大きなアジア会議となります。
タイでは、アスベストの輸入量が、1987年の
90,700トンから2001年の120,147トンへと増加傾向
がみられていることが報告されています。17 タイで
アスベスト問題の実相が国際的･学際的に取り上
げられる初めての機会として、研究者、労働者、使
用者、被害者・家族らの幅広い参加が見込まれて
おり、その意義はきわめて大きいと考えています。

● 2007年アジア・アスベスト会議（ベトナ
ム・ハノイ）、2008年世界アスベスト会議
（南アフリカ）

さらに来年には、2007年アジア・アスベスト会議
をベトナム・ハノイで開催しようという企画の準備協
議もすでに始められており、条件さえあれば他のア
ジア諸国においても、また会議だけではなく様 な々
企画を国際的な協力のもとで追求していくつもりで
す。なお、この4月25-28日にはブラジル・サンパウロ
で、「ラテンアメリカ諸国アスベスト・シンポジウム」が
開催されているところです。18

世界アスベスト会議（GAC）という名称は、2000
年11月にブラジル・オザスコで開催された国際会
議で初めて用いられました。19 2回目となるGAC
が4年後の2004年日本開催となったことから、
GAC2004の会場では、第3回目は2008年？どこで？
ということが話題になりました。
昨年、GAC2004に代表2名を送った南アフリカ

の全国鉱山労働組合（NUM）が、2008年世界アス
ベスト会議（GAC2008）のホストに名乗りを上げ、最
近、本格的に準備を開始するという書簡が届け出
られました。
南アフリカは、かつて主要なアスベストの生産・輸

出国のひとつとして、日本にも輸出していました。し
かし、アスベストからの利益はすべて多国籍企業
の懐に入り、あとにはアスベストのボタ山と健康被
害の流行という負の遺産が置き去りにされていま
す。アスベスト被害者の組織や支援団体、この問
題に真剣に取り組む諸分野の専門家等も存在し
ており、政府各機関や使用者団体等も巻き込んだ
広範な準備・運営の体制を追求したいと伝えられ
ています。
ラテンアメリカからはじまったGACが、アジアへ、
そしてアフリカへと引き継がれていくのをみるのは、
きわめて感慨深いものがあります。

● アスベスト問題の地球的解決をめざして

私たちは、GAC2008までをひとつの目標に、真剣
にアスベストの世界的禁止の実現、共通の課題の
解決に向けた国際協力を進めなければならないと
考えています。様 な々関係団体、できる限り多くの
人々が、アスベスト問題の地球規模での解決のた
めに協力しあっていくことを訴えます。
ILOは2006年はじめに発表した文書2 で、以下

のように述べています。
「リスクをどこか他所に移すことは、誰にも機会を
提供する公平なグローバリゼーション（世界化）の目
的に適わない。アスベスト禁止を世界中に広めるこ
とは、大きなそして重要な課題である。そのために、
国際共同体は、諸国が必要な再構築措置に対処
するのを助け、代替の雇用を創出し、全世界でアス
ベスト代替品の使用を促進するために、知識と支
援を提供しなければならない。」
ILOがここまでアスベストの世界的禁止の重要
性に公式に言及したのは初めてのことです。現在
は、アスベスト問題の地球規模での解決をめざす
絶好の機会であるとともに、この機会を逃してはな
らないのです。
アスベスト関連法案を審議した参議院環境委
員会が全会一致で採択した2006年2月3日の附帯
決議は、10項目の最初の項で、「アジア・太平洋地
域を視野に入れ、国際会議等を通じた知見や技
術の共有化に努めること」としています。
日本政府はこれを実行に移すべきであり、私たち
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が関わる国際会議等への参加や、ひも付きでない
財政その他の援助を行うことを歓迎します。また、5
月31日-6月16日にジュネーブで開催されるILO第95
回総会をはじめとした国際フォーラムにおいて、世
界の労働組合やNPO等とともに、アスベストの世
界的禁止、地球規模でのアスベスト問題の解決に
向けたイニシアティブを発揮することを強く
要求するものです。

1.  ILO：世界の職場死亡災害はきわめて過小報告
（http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/
pr/2005/36.htm）
2.  ILO：アスベスト･潜伏中の有害影響が姿を現わす
（http://www.ilo.org/public/english/bureau/
inf/features/06/asbestos.htm）、資料1参照［省略
―2006年1・2月号65頁参照］。
3.  2004年世界アスベスト東京会議（GAC2004）ウエブ
サイト：http://park3.wakwak.com/̃gac2004/。CD
のかたちで報告書も昨年9月に完成。
4.  東京宣言は上記ウエブサイトで入手可能。ここ
で引用した東京宣言に対する評価は、「アスベストを
禁止する東京宣言に関するラマッチーニ協会の声
明」（American Journal of Industrial Medicine, 
48:89-90（2005））のもの。ラマッチーニ協会は、インディ
ペンデントな科学者の国際的な団体（http://www.
Collegiumramazzini.org/）。
5.  国際建設労働組合組織の共同宣言も上記ウエ
ブサイトで入手可能。国際建設林産労働組合連盟
（IFBWW）と国際建設労働者連合（WFBW）は2005
年12月に合同して新たに建設林産労働者インター
ナショナル（BWI）を結成（http://www.bwint.org/
default.asp？Index=110&Language=EN）。世界
の労働組合運動によるアスベストの世界的禁止キャン
ペーンについては、資料2･3参照。
6.  ワーカーズ・メモリアルデーの最も包括的な情報源
は、http://www.hazards.org/wmd/。資料2も参
照。
7.  地球的行動のための議員連盟（Parliamentar-
ians for Global Action）は、民主主義、平和、正義、
環境問題等で行動志向のイニシアティブを発揮しよう
という、114か国1,300人の議会人が名を連ねるネット
ワーク（http://www.pgaction.org/）。
8.  アスベスト禁止国際書記局（International Ban 
Asbestos Secretariat）：http://www.btinternet.
com/̃ibas/
9.  アメリカ地質調査所『世界のアスベスト供給・消費の

動向1990-2000』（http://pubs.usgs.gov/of/2003/
of03-083/of03-083-tagged.pdf）。クリソタイル研究
所（http://www.chrysotile.com/en/chrysotile/
overview/production.aspx）

10. 2005年12月27日アスベスト問題関係閣僚会合「ア
スベスト問題に係る総合対策」（http://www.kantei.
go.jp/jp/singi/asbestos/dai5/5sankou2.pdf）

11. 石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討
会報告書（http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/

 01/h0118-2.html）
12. 財務省貿易統計：別添3［省略］参照。表中、関税
率表分類「6811」及び「6813」には、アスベストを含有
していない製品も含まれている可能性があり、また、建
材及びブレーキライニング･ブレーキパッドは、2004年
10月1日の「原則禁止」の対象とされています。原料ア
スベストの2005年の輸入量は「0トン」となっています
が、価額にして約406万円分の輸出は行われていま
す。
13. フィリピン・アスベスト禁止ネットワーク（PBAN）
の設立（http://www.ifbww.org/index.cfm？
n=44&l=2&c=1549&on=2、http ://www.
btinternet.com/̃ibas/Frames/f_lka_first_asb_se
m_philippines.htm）

14. セミナー「既知の発がん物質：アスベスト、アスベス
ト含有タルク、シリカとパキスタンの環境法」（http://
www.btinternet.com/̃ibas/Frames/f_lka_ban_a
sb_debate_pakistan.htm）

15. 2006年3月3日付けジャカルタ・ポスト紙（http://
www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp？
fileid=20060303.M01）

16. 英文の第二報（http://www.btinternet.com/
̃ibas/thai_conf_announce_2.pdf）

17. GAC2004におけるソムキャット・スリルタナプラク
氏（タイ保健省疾病管理局労働環境疾病部）の
報告「アスベストの世界的影響：タイの経験」（抄
録：http://park3.wakwak.com/̃gac2004/jp/
index_abstract_j.html）

18. ラテンアメリカ･アスベスト・シンポジウム（http://
www.fundacentro.gov.br/CTN/noticias.asp？
Cod=292）

19. 第1回世界アスベスト会議（ht tp : / /p a rk 3 .
wakwak.com/̃banjan/main/osasco.html、
http://www.btinternet.com/̃ibas/Frames/
f_osasco_report.htm）

石綿対策全国連第19回総会
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【別添1】 世界の国会議員の4.28共同アピール

アスベストの世界的禁止の要求  

百年間に及ぶアスベスト使用による障害と死に終止符をうつために、世界の国会議員は、アスベス
トの世界的禁止を要求する。政府とアスベスト関連企業に何十億ドルもの利益を生み出すために、
すでに何百万人もの生命が犠牲にされている。この殺人産業をやめさせる時が来た！ インターナショ
ナル・ワーカーズ・メモリアルデー（2006年4月28日）1の機会に、アジア、アフリカ、中近東、ヨーロッパ及び
アメリカの政治家は、2005-2006年をアスベスト行動年2としようという市民団体、労働組合、医学専門
家らの取り組みに対する支持を表明するものである。
すべての種類のアスベストに対する曝露が人々を殺す可能性がある、という世界的なコンセ

ンサスがある。この見解は、国際労働機関（ILO）、世界保健機関（WHO）、国際化学物質安全
性計画（IPCS）、欧州連合（EU）、ラマッチーニ協会、国際社会保障協会（ISSA）、世界貿易機関
（WTO）、国際労働衛生会議（ICOH）、国際建設林産労連（IFBWW）、国際金属労連（IMF）、及
び、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、チリ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デン
マーク、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ドイツ、ギリシャ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、
アイルランド、イタリア、日本、クウェート、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、
ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、セーシェル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイ
ス、イギリス、ウルグアイの政府及び多数の自立的な科学者たちによって支持されている。
インターナショナル・ワーカーズ・メモリアルデーは、死者を想い起こし、生きるために闘うことを誓う日で
ある。この精神を踏まえて、アスベストに反対する世界の国会議員は、ここに以下のことを誓約する。

  「博愛と平等の精神において、われわれは、すべての人々が健康な環境のもとで生活し、働く
権利を有していることを宣言する。欧州連合において使用することがあまりに有害な物質が、ア
ジア、アフリカ、ラテンアメリカにおいて使用されていることは容認できることではなく、また、アスベス
トに汚染された船舶が開発途上国に投棄されていることは、工業国にとって受け入れられること
ではない。世界的なアスベスト禁止は、アスベストがもたらす脅威を取り除くキャンペーンの最初
のステップである。われわれは国会議員として、世界的禁止を確実にするために、各国政府、地
域及び国際機関に働きかけ、また、国際的な労働団体、NGO、アスベスト被災者を代表する団
体、その他と連携していく。」

【署名】
地球的行動のための議員連盟（PGA）3代表でベルギー上院議員であるAlainDestexhe氏をは

じめ、以下の日本の国会議員11名を含む、41か国の国会議員123名以上が署名（後掲）
【署名：日本の国会議員】
足立信也（参・民主）、阿部知子（衆･社民）、岡崎トミ子（参・民主）、加藤修一（参・公明）、小池晃

（参･共産）、田島一成（衆・民主）、長浜博行（衆・民主）、福島みずほ（参･社民）、福島豊
（衆・公明）、吉井英勝（衆･共産）、若林秀樹（参・民主） ［五十音順・敬称略］
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【別添2】 7.26-27 タイ・バンコク

2006年アジア・アスベスト会議  

【日時】 2006年7月26-27日
【会場】 アジア・ホテル・バンコク（宿泊申込締め切り2006年7月10日）

 Asia Hotel Bangkok, 296 Phayathai Road Rajthavee, Bangkok 10400, Thailand
 Tel:（662）215-0808Ext.5325   www.http://www.asiahotel.co.th/bangkok.htm

【登録】 無料（登録申込締め切り2006年7月20日）

【主催】 タイ保健省疾病管理局
【共催】 タイ労働省労働保護・福祉局、タイ労働省社会保障事務所
【協賛】 アスベスト禁止国際書記局（IBAS）、国際労働機関（ILO）、世界保健機関（WHO）

2006年7月26日

09:00-09:20 【開会式】

     歓迎挨拶：タイ保健大臣
 主催者挨拶：タイ保健省事務次官、タイ労働省労働保護・福祉局、タイ労働省社会保障
事務所

09:20-09:45 【来賓挨拶】

 ヨルマ・ランタネン（国際労働衛生委員会（ICOH）、フィンランド国立労働衛生研究所
（FIOH））
 ローリー・カザンアレン（アスベスト禁止国際書記局（IBAS））
 川上剛（国際労働機関（ILO））
 Deoraj Caussy（世界保健機関（WHO））
 フィオーナ・マリー（建設林産労働者インターナショナル（BWI））

09:45-10:30 【セッション2.アスベストのインパクト：世界概観】

 21世紀におけるアスベスト：ローリー・カザンアレン（アスベスト禁止国際書記局（IBAS））
 開発途上国に対するアスベスト・ハザーズの輸出：バリー・キャッスルマン（アメリカ）
 カナダのアスベスト：世界の関心：パット・マーティン（カナダ下院議員）

11:00-11:15 アスベスト疾患の発生率及び技術的予防：ヨルマ・ランタネン（国際労働衛生委員会

注1： ワーカーズ･メモリアルデーは、世界の労働組合やNPOが提唱する、働災害・職業病の被害者を追悼・記念
する日（http://www.hazards.org/wmd/参照）で、国際労働機関（ILO）もこの日を「仕事における安全と健康
のための日」と定めている（http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/）。
注2： 2005/2006年アスベスト行動年は、昨年9月にブリュッセルの欧州議会を会場に開催された「欧州アスベス
ト会議：政策･健康・人権」で採択されたブリュッセル宣言で提起されました（http://www.btinternet.com/
̃ibas/Frames/ f_lka_eac_05_rep.htm）。

注3： 地球的行動のための議員連盟は、民主主義、平和、正義、環境問題等で行動志向のイニシアティブを発揮す
ることを目的としたネットワーク。PGA：Parliamentarians for Global Action（HTTP://www.pgaction.org/）

石綿対策全国連第19回総会
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     （ICOH）、フィンランド国立労働衛生研究所（FIOH））
11:15-12:00 【セッション3.アジアにおけるアスベスト使用の健康影響】

 アスベスト関連疾患の診断：井内康輝（日本・広島大学教授）
 タイにおけるアスベスト使用の健康影響：Kamjad Ramakul
 アスベストの遺産：日本の教訓：森永謙二（日本･（独）産業医学総合研究所）

13:00-14:30 パキスタンにおける危険な曝露状況：ノア・ジーハン（パキスタン･ペシャワール大学）
 韓国におけるアスベストの波紋：ペク・トンミョン（韓国・ソウル大学）
 インドネシアにおけるアスベストをめぐる議論：ズルミアー・ヤンリ（インドネシア･労働移住省）
 日本におけるアスベスト・パニック：古谷杉郎（日本･石綿対策全国連絡会議）
 ケース・スタディ ： 船舶解撤産業：チャウドリー・レーポン（バングラデシュ･労働安全衛生
環境財団）
 国際的連帯の事例：仏空母クレマンソーの解撤目的のインド輸出の阻止：マドゥミタ・ドゥッ
タ（インド）

15:00-16:30 【セッション4.被害者のエンパワーメント/リスクの認知】

 日本の中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会の経験：古川和子（日本）
 日本におけるアスベスト被害者の治療及び補償：名取雄司（日本・中皮腫・じん肺・アスベ
ストセンター）
 オーストラリアにおけるアスベスト被害者の正義のための闘い：ロバート・ボジャコヴィック
（オーストラリアアスベスト疾患協会（ADSA））
 国を超えたアスベスト補償請求：リチャードミーラン（オーストラリア・弁護士）
 科学の販売:アーサー・フランク（アメリカ・ドレクセル大学）
 既存アスベストの認知とリスクの最小化/アスベスト代替品：中地重晴（日本・環境監視
研究所）

16:30-17:00 討論

18:30-21:30 レセプション

2006年7月27日

08:30-10:15 【セッション5.タイにおけるアスベストに対する取り組み】

 パネル・ディスカッション：今後の動向及びアスベスト禁止に向けた措置

 パネリスト:疾患管理局、産業活動局、労働保護･福祉局、民間部門、マヒドル大学
10:15-10:30 質疑

10:45-12:00 【セッション6.ワークショップ】

 ワークショップ①医学的サーベイランス

 ワークショップ②アスベストに関する労働組合の取り組み

 ワークショップ③アスベスト被害者に影響を及ぼす諸問題

13:00-14:30 【セッション7.地域におけるアスベスト】

 各ワークショップの報告

 労災被害者の権利のためのアジア・ネットワーク：サンジ・パンディタ（香港･アジア・モニ
ター・リソースセンター）
 アスベストに関するアジア行動計画：高橋謙（日本･産業医科大学）



46  安全センター情報2006年6月号

【資料2】 ICFTU 2006年ワーカーズ・メモリアルデー

「労働組合のある職場―より安全な職場」  

国際自由労連（ICFTU）2006年2月17日
4月28日死傷労働者のための国際記念日
※http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpH_3e.EN.pdf

● 2006年のテーマ

2006年4月28日の「死傷労働者のための国
際記念日」の準備を始めるよう呼びかける。ご
存知のとおり、この日は、世界中の労働組合に、
持続不可能なかたちの労働、職場、そして生
産が働く者のいのちと暮らしに与える結果に焦
点を当てる機会を与えるものである。
今年の4.28のスローガンは「労働組合のある
職場―より安全な職場」であり、選び抜かれた
テーマは、①アスベストおよびグローバル・ユニ
オンの「アスベスト禁止」キャンペーン、②HIV/
AIDS：労働に関連した諸側面および（グローバ
ル・ユニオンの行動）計画の実行、③雇用転換

に関するものも含め労働安全衛生に関連する
ILOの条約その他の文書、である。
多くの皆さんがすでに、それを通じて労働組
合が、すべての者に関わる様 な々安全衛生問
題に関連する幅広い分野の人々の関心を高
めることのできる手段としての4.28の価値にお
気づきのことと思う。別添の4.28の手引きは、さ
らに詳しい情報を提供している。
これによって、今年の4.28死傷労働者のため
の国際記念日への積極的な参加と、ただちに
独自のイベントの計画立案を開始するよう呼び
かける。

別添  4.28死傷労働者のための
国際記念日の手引き

A. 4.28国際記念日の紹介

4月28日にわれわれは、不安全、不健康ある

 世界の労働組合運動のキャンペーン：フィオーナ・マリー（建設林産労働者インターナショ
ナル（BWI））

     討論

15:00-16:00 【セッション8.会議の決議及び結論】

 作業委員会：天明佳臣（日本･前GAC2004組織委員長）、ノア・ジーハン、ペク・トンミョン、
Somkiat Siriruttanapruk、Chaiyuth Chavalitnitikul、Pornchai Siriwipanya

     【セッション9.閉会式】

 Narong Sahametapat（タイ国会議員事務総長）
（敬称略）

※ Second Announcement（http://www.btinternet.com/̃ibas/thai_conf_announce_2.pdf）
 登録申込用紙、宿泊申込用紙等も含まれていますので、ご利用ください。
※ 日本では石綿対策全国連絡会議（担当：古谷杉郎事務局長）が主催者に協力しています。
「セッション6.ワークショップ」等での発表を希望される方は、お早めに、banjan@au.
wakwak.comにご連絡下さい。

石綿対策全国連第19回総会
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パナマ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、スペイ
ン、台湾の13か国・地域が、4.28を公認してい
る。自国がこのリストに加わるのを促進すること
は、国連に4.28を公式に認めさせようとするわ
れわれの努力に貢献するものである。

B. 4.28スローガン：労働組合のある職
場―より安全な職場

「労働組合のある職場―より安全な職場」
が、安全な仕事と職場は、労働者が労働組合
に組織され、労使間で締結された労働協約が
安全な労働と健康的な労働者の保証として意
味のある労働安全衛生条項を提供する場合
にのみ確保することができるという考え方を促
進するために、2006年のスローガンとして選ば
れた。3つのテーマとして、安全、健康及び権利
を促進するための労働者の緊急の課題であ
る、アスベスト、HIV-AIDS、ILO条約の活用、を
取り上げた。
このようにして、4.28はメーデー（5月1日）の精
神と連結し、可能な限り5.1の取り組みと結びつ
けることが求められている。労働組合を結成
し、使用者と団体交渉を行うすべての労働者
の権利は、安全な職場の確保に不可欠のもの
であるが、それらの権利がいま多くの国で攻撃
にさらされている。昨年のICFTUの「労働組合
の権利侵害年次調査」によれば、2004年だけ
で、145人の労働者が労働組合活動を理由に
殺されている。さらにこの調査は、700件の暴力
的攻撃と500件の死の脅迫、多くの国 に々おい
て労働組合活動家が投獄、解雇、差別に直面
し、また、組合の組織化と団体交渉に対する法
的障害にぶつかっていることを記録している。
何百万人もの労働者がその権利を否認される
か、されつつあり、仕事上の安全と健康を否定
されている。以下の国別プロフィールは、世界
中すべての諸国における労働組合の権利に
関する情報を提供している。
 http://www.global-unions.org/pdf/

いは持続不可能な労働や職場のために、毎
年、死亡している200万人を超す労働者、負傷
している120万人、そして病気になっている1億
6千万人のことを思い起こす。*
最初の4.28のキャンドルライト・セレモニーは、
1996年に、世界各地における労働組合の様々
な取り組みと同時に、ニューヨークの国連持続
可能な開発委員会の場で行われた。それ以
来、数多くの記念行事が生まれ、110か国以上
において実施されてきた。それらには、大規模
な行進や教育･請願行動への動員から、基本
的な情報配布まで含めて、幅広い様 な々行動
が含まれている。また、多くの組合が4.28を、自
ら行った職場調査結果を公表したり、追求しよ
うとしているイニシアティブを発表する機会とし
て活用している。
2006年のわれわれの狙いは、昨年の成果を
打ち固めることにある。今年の4.28の自らの焦
点および範囲を何にするかを決めるのは、各国
または各部門の労働組合自身である。昨年は
多くの組合が、短時間のスピーチや黙祷、詩の
朗読や音楽を組み合わせた、シンプルなキャン
ドルライトや焚香セレモニーを選んだ。テーマ
に関しては、セレモニーやイベントは、4.28の全
体的な方向性を反映したものとすべきであり、ま
た通常、死亡し、病気になり、傷害を負った労働
者を何らかのかたちで記念することで始まり、い
のちと暮らしの希望のメッセージで終了する。
4.28は、「記念日（Commemoration Day）」

として、過去の被害者を思い出す単純な「記念
（memoarial）」よりは上のものである。命を奪
われていなくても今なお苦しみ続けている人々
に焦点を当てて、この日はまた、悲嘆や喪失感、
苦しみを、対話と変革のための前向きな行動に
象徴的に変えていくためのものでもある。した
がって4.28は、追悼と同時に、前向きな称賛と
行動のための日でもある。
現在、アルゼンチン、ベルギー、バミューダ、カ

ナダ、ブラジル、ドミニカ共和国、ルクセンブルグ、
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ohsewpQ_10a.EN.pdf
2005年には、1万以上の行動が、世界中の
110を超す国・地域において、ICFTU及びグ
ローバル・ユニオンによって組織された。2005年
の行動の要約は：http://www.global-unions.
org/pdf/ohsewpH_1d.EN.pdf、国別概要
プロフィールは：http://www.global-unions.
org/pdf/ohsewpH_1a.EN.pdfを参照された
い。
労働組合国別プロフィールは、労働組合そ

の他の者が、所定のトピックスに関する、国、部
門及び職場レベルの行動を確認するのに役立
つ。プロフィールは、すべての諸国及びいくつ
かの地域と産業部門、特定の企業について、
OECD労働組合諮問委員会（TUAC）によって
維持されているデータベース中の一定の情報
群に基づいた分析の進展を参考にしている。
このデータは、特定のトピックスについての分析
を促進するために、分割され、多様なレポート
形式で入手することができるようになっている。
しかし、プロフィールの作成は、標準化されてき
ているところであり、いくつかは、持続可能な開
発、エネルギー及び気候変動、労働安全衛生、
アスベスト、HIV/AIDS、労働組合の権利、企
業責任といった特定のトピックス向けの整備中
の特別形式で入手することができる。
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpS_1.EN.pdf

C. 2006年のテーマ：アスベストおよびグ
ローバル・ユニオンの「アスベスト禁止」
キャンペーン

今年2月、ICFTUは、グローバル・ユニオンの
「アスベスト禁止」キャンペーンに関連のある
すべての参加組織にチラシと2005年6月に開
始して以来のキャンペーンの進展についてお
知らせした。この文書及びそのURLリンクを、
4.28にアスベストに焦点を当てた行動を計画す
るための背景説明として活用していただきた

い。この文書は、以下で入手できる。（【資料3】
参照）
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpL_7c.EN.pdf
積み上げられ続ける証拠によって、アスベス

トの危険性はいまや反駁できないものと考えら
れている。かなりの数の文献が、10万を超す
人々のアスベストによる死と、それが社会にもた
らしているコストについて既述している。この証
拠のいくつかは、ILO労働安全衛生エンサイク
ロペディアで複数の言語でみることができる。
 http://www.ilo.org/encyclopaedia/？
find=&barsearch=asbesto&whereSelec
tSW=1
これによって、関心を高める政治的及び教
育的取り組みやキャンペーンに関係した特定
の問題または解決策にねらいを定めた取り組
みを通じて、アスベストの世界的禁止への支持
を確立する4.28の行動に携わることが求められ
る。行動は、以下で入手することのできる、昨
年12月のアスベスト禁止に関するICFTUの決
議に対する支持を打ち立てるべきである。
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpL_7a.EN.pdf
また、4.28のメッセージで、自国の、アスベスト
使用の廃絶及び関連する雇用転換の問題と
関係した国際労働機関（ILO）の条約や文書
の批准及び実施の状況に焦点を当てることを
強く勧告する（以下の関連する4.28テーマを参
照）。アスベスト使用及び関連する条約・文書
の遵守に関する各国の状況についての背景
情報は、以下の最新のアスベストに関する国別
プロフィールで入手することができる。
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpL_6.EN.pdf
この国別アスベスト・プロフィールの分析が、
各国におけるアスベスト・キャンペーンの優先課
題の確認に役立つように作成されており、以下
で入手することができる。

石綿対策全国連第19回総会
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 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpL_7.EN.pdf
いずこの4.28行動においても、アスベスト問題

と、自国においてアスベストの生産や貿易をや
める必要性について、労働者及び人々の関心
を高めることが重要である。さらに、われわれの
キャンペーンの成功に不可欠なものとして、アス
ベスト・キャンペーンの連絡担当者名簿（上述の
ICFTUの文書参照）の構築に協力していただ
きたい。

D.2006年のテーマ：HIV/AIDS―職場
における発生と解決策/E.2006年の
テーマ：ILO労働安全衛生条約・文書
/F.4.28の分野横断的課題/G.4.28の
行動の報告（省略）

※ 2005年世界死傷統計：毎年、2億7千万件
の労働災害と1億6千万件の新たな職業病
人の結果として200万人を超す男女が死亡
している。これらの数字は、毎年、職業病だ
けで170万の死亡の原因となり、少なくとも2億
6800万の非致死的な労働災害が発生してい
るとするILO/WHOの推計を補足したもので
ある。そこではまた、355,000件の業務中の死
亡災害の半数以上が、世界の労働人口の半

【資料3】 グローバル・ユニオン

「アスベストの世界的禁止」キャンペーン最新状況 

グローバル・ユニオン　2006年2月10日
 http://www.ilo.org/public/english/
bureau/inf/features/06/asbestos.htm

この書簡は、グローバル・ユニオンのアスベス
ト禁止キャンペーンに関する取り組みの進展

状況をお伝えし、以下の諸問題への一層の参
加をお願いするためのものである。
・ 昨年6月に開始したアスベストキャンペーンの
進展状況のフォローアップ及び国別・部門別
の連絡担当者名簿の拡大
・ 新たに採択されたICFTUアスベスト決議へ

分を占める部門である農業で発生していると
推計している。その他のハイリスク部門は、鉱
業、建設業、商業漁業である。世界の国内総
生産の4％が、障害、死亡、疾病による労働不
能、治療費、障害・遺族給付によって損失して
いる。全疾病事例の少なくとも4分の3が、4日
以上の休業をともなっている。労働人口にお
ける死亡及び疾病の費用によるGDPの損失
は、開発途上国に対する政府開発援助の総
額よりも20倍も大きい。毎年、業務中に12,000
人の子供たちが殺され、危険有害な化学物
質が340,000人の労働者を殺し、そのうちア
スベストだけで毎年10万人の生命を奪って
いる。ILO死傷統計を参照：
 http://www.ilo.org/public/english/
dialogue/actrav/new/april28/facts04.
pdf
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の支持の構築
・ われわれの優先順位及び戦略を豊かにす
るための情報の入手
・ キャンペーンを実行するための具体的な行
動ポイントの確認

A. 背景及び経過

2005年6月、グローバル・ユニオンは、ジュネー
ブにおけるILO総会のサイドイベントにおいて、
アスベストの世界的禁止のためのキャンペーン
を開始した。このイベントのプログラム及び成
果は、以下を参照されたい。
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpL_7b.EN.pdf
このキャンペーンの開始は、ILO総会に参加

したすべての諸国の政府、使用者及び労働
組合代表に、何らかのかたちでアスベスト禁止
キャンペーンに参加するよう求める書簡を発す
ることで刻まれた。書簡の内容は、この目的の
ために作成された特別な国別アスベスト・プロ
フィールの分析に基づく国のグループ分けにし
たがって異なるものとした。
・ 国分類1a及び1bは、アスベストをすでに禁止
しているか、または禁止することが見込まれ
ている諸国―1aはもはやアスベストを輸入も
輸出もしていないが、1bはいまも行っている
国。［注：日本は1b］
・ 国分類2：アスベストを禁止していないが、ア
スベスト貿易の記録がない国。しかしながら、
これら諸国におけるアスベストの存在や使用
が報告されているか、きわめて疑わしい国。
・ 国分類3a及び3b：アスベストを禁止してい
ないが、その輸入または輸出のいずれかは
様々な国―3aの国は、3bと比較すると、ヘ
ビー・ユーザーである。
これらの諸国への書簡及び国分類は、以下
で詳しく述べられている：
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpL_7.EN.pdf

諸国への書簡はまた、受領組織が、キャン
ペーンのフォローアップのためのICFTUとの
連絡担当者を少なくとも1名確認するよう求めた
（上記別添B参照）。
同時に、ICFTU傘下組織及びグローバル・
ユニオンの連合体に対しても、ILOで配布した
書簡の写しを提供して、各国政府から返答を
得るためのフォローアップ、あるいは書簡で提起
した諸問題に関する各国の現状の簡単な評
価を提供していただくよう要請した。
さらにICFTUは、第124回ICFTU執行委員
会（2005年12月、香港）で採択された、アスベスト
決議の案文を三度にわたって発出した。同決
議は添付されている。以下を参照：
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpL_7a.EN.pdf
昨年6月のILO行動の初期フォローアップの
一環として、9月及び10月に、ILO SafeWork、
IFBWW（国際建設林産労連）、公衆衛生
協会世界連合（WFPHA）、世界保険機関
（WHO）、国際労働衛生委員会（ICOH）との
会合が持たれた。10月末にはブリュッセルで、
ETUC（ヨーロッパ労連）、WFPHA及びいくつ
かの傘下組織とのフォローアップ協議のための
小会合が開かれた。さらに、ケニアでのUNEP
の労働組合会合（#C.c.参照）に出席した、アス
ベスト問題に取り組んでいる参加者たちが、短
時間の報告会に出席して、今後の計画につい
てのアイデアを出し合った。これらの集まりが、
取り組みの進展状況及び、少なくとも今後6か
月間の、キャンペーン展開のために考えられる
優先事項に関するいくらかの初期フィードバッ
クの提供に役立った。

B.. 進展及びフォローアップの概要

連絡先及び電子的情報交換：以下の国分類
の諸国の労働組合その他の組織は、指定され
たキャンペーン連絡担当者をもっており、新しい
電子的フォーラムの参加者に加えられている。

石綿対策全国連第19回総会
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国分類#1：オーストラリア、ベルギー、デンマー
ク、エジプト、フィンランド、イタリア、日本、マ
ルタ、ニュージーランド、ノルウェー、スペイ
ン、スイス、イギリスの労働組合及びベル
ギー政府
国分類#2：トーゴの労働組合
国分類#3：バングラデシュ、メキシコ、フィリピ
ン、アメリカ、ベトナム、ジンバブエの労働組
合及びブラジルとリベリアの政府
世界または部門団体：ASBAN、BWI（建設
林産労働者＝2005年12月にIFBWWと
WFBW合同）、ETUC、ICEM（国際化
学・エネルギー・鉱山一般労連）、IFJ（国
際ジャーナリスト連盟）、ILO、IMF（国際
金属労連）、ICOH、ITGLWF（国際繊
維被服皮革労組同盟）、IUF（国際食品
関連産業労働組合連合会）、WFPHA、
WHO。

まだ連絡担当者を指定していない労働組合
組織は、新しいフォーラムがすでに開始されて
いることから、可能な限り速やかに指定するよう
求められる。新たなフォーラムには、われわれの
キャンペーンに参加する労働組合その他のグ
ループの連絡担当者が含まれている。このよう
な連絡担当者名簿は、キャンペーンのガイダン
スを与える特別合同作業委員会を創設する基
礎として役立つだろう。

C. ICFTUの採択した決議及びフォロー
アップ

前述の採択されたICFTU決議を、組織化
及び計画立案の最初の基礎にしていきたいと
考えている。決議には、3つの構成要素が含ま
れている。

a） 決議は諸政府 ・ 社会パートナーに禁止へ

の支持を呼びかけている

労働組合その他の組織は、この決議または
同等の決議を採択し、また、独自のアスベスト禁

止方針（ポリシー）を確立するよう求められてい
る。かかる決議はまた、労働組合関係を超え
た諸グループとの対話を生み出す基礎として
活用されるべきである。アスベスト禁止方針を
確立したり、確立した団体をご存知のときは、広
く知らせ宣伝したいと考えているので、お知ら
せいただきたい。例えば、ICFTUといくつかの
GUF（国際産業別組織）以外に、これまでに以
下の諸団体がわれわれのキャンペーンに加わ
ることを確認している。
･ 国際労働衛生委員会（ICOH）―労働衛生
分野の医師及び看護士の主要な国際専門
家団体
･ 国際環境衛生医学会（ISDE）―ヨーロッパ、
ラテンアメリカ、北アメリカ、アフリカ及びアジ
アにまたがる医師を代表するアドボカシー・グ
ループ
･ 公衆衛生協会世界連合（WFPHA）―約60
か国の公衆衛生の専門家を代表する組織
アスベストのストックはすべての国・地域に何

らかのかたちで現存しており、対処及び廃棄し
なければならないものであることから、アスベス
ト禁止決議または方針の確認は、すべての国
の労働組合に求められている。さらに、使用済
み製品の移動が世界の消費市場に道を開き、
それが放置されたままになっていることから、ア
スベストのいかなる「国際」移動も禁止するのを
支持することは、すべての国の労働組合の関
心事である。また、すでにアスベストを禁止して
いる諸国の多くも今なお（アスベスト含有）製品
の輸入または輸出を続けており、ノン・アスベスト
（社会）への有効な移行は長期間にわたるプロ
セスなのである。
多くの傘下組織が、昨年6月のILO総会で配
布した各国政府の労働組合書簡に対する（対
応の）フォローアップをしてくれている。これまで
のところ、傘下組織が政府から回答を得たのは
デンマークとシンガポールだけであり、この点に
関してなされなければならないことは多い。自
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労働組合会合。以下の採択された決議（パ
ラグラフ1.j.及び2.k.を参照）：
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpO_6d.EN.pdf
･ SAICM（国際的な化学物質管理のための戦
略的アプローチ）：2月4-7日のドバイにおける
国際的な化学物質管理のための戦略的ア
プローチの会合で、労働組合はアスベスト禁
止に対する理解を求めた。
･ OECD（経済協力開発機構）：3月1-3日にパリ
で開催された環境政策委員会（EPOC）の会
合で、アスベスト問題がOECDの環境戦略
の一部として取り上げられる予定である。
･ 4.28死傷労働者のための国際記念日：今年
はアスベストがメインテーマのひとつに取り上
げられる。国際記念日及びその中でのアス
ベスト問題の取り扱いに関する別の文書が、
間もなく発出される予定である。4.28行動の
時期にアスベストに関連する取り組みを計画
し、それを報告していただくようお願いする。
･ UN-CSD（国連持続可能な開発委員会）：5
月1-2日のニューヨークにおける国連持続可
能な開発委員会の会合で、労働組合は産
業開発に関する議論の一部として取り上げ
る予定である。（議題の）C.28の部分に対する
以下の労働組合の提案を参照されたい。
 http://www.global-unions.org/pdf//
ohsewpO_4h.EN.pdf
･ UN-WHO（世界保健機関）：5月22-26日にジュ
ネーブの世界保健機関において、労働組合
は各国政府の厚生大臣とアスベスト問題を
取り上げるつもりであり、このための特別の資
料一式を配布する予定である。これに関す
るさらなる情報は、われわれのアスベスト禁
止電子フォーラム（前述）を通じてお知らせす
る予定である。

D. 国別アスベスト・プロフィール及び情
報提供のお願い

国政府からその計画についての公式回答を
獲得するためのいかなる活動も歓迎する。あ
るいは、前述したとおり、アスベスト禁止に関す
る自国政府の現在の方針の状況についての
短い評価を提供していただいてもよい。

b） 決議は、国際労働機関に特別の行動をと

るよう求めている。

ILOの加盟諸国の一員からILO自体に、禁
止及び決議に述べられた関連する諸措置の
必要性に関して何らかの問い合わせがなされ
ることが、強く勧奨される。
来るべき本年6月のILO総会の場で、労働
者、使用者及び労働組合の代表たちはジュ
ネーブにおいて、労働安全衛生のための新しい
促進的文書についての交渉を行うことになって
いる。この取り組みと表裏一体となって、われわ
れのキャンペーンについての書簡を再度、様々
なILO構成員の代表に配布する予定である。
決議のなかで要求している諸措置に対する、自
国の政府または使用者の代表の支持を獲得す
ることは、6月のわれわれの努力がどのような成
果を生むかに大きな影響を及ぼすだろう。

c） 決議は労働者及び使用者団体に特別の

行動に取り組むよう求めている

アスベストとその影響及びわれわれの世界ア
スベスト禁止キャンペーンに対する関心を高め
るための、具体的な行動がすべてのレベルに
おいて実行されるべきである。それらは報告し
ていただき、新しい電子的フォーラムを通じて広
報される。自らの行動と国際レベルで計画して
いる行動を連結させるためにできることは、何
であってもわれわれの行動をより効果的なもの
とするだろう。できる限り多くの国際的な組織
及び各界の注意を、アスベスト禁止に引きつけ
ることがわれわれの目標である。
･ UNEP（国連環境開発計画）：最近1月15-17
日に開催されたUNEP労働と環境に関する

石綿対策全国連第19回総会
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ILO/WHO代表者に、シリカ・アスベスト関連疾
患に関するILO/WHO合同プロジェクトの一環
として、アスベストとシリカの健康影響に関する
教育活動への援助を求めてみることも、さらな
る情報の入手に役立つかもしれない。
あなたのアスベストに関する取り組み及びあ

なたの国または部門における取り組みの進展
について知らせていただきたい。この情報は
国別プロフィールの情報更新で反映される。

国際自由労連執行委員会
香港（2005年12月10日採択）

世界的アスベスト禁止に関する決議

以下のことを考慮し：
･ 毎年10万を超す労働者がアスベスト曝露に
起因する疾病により死亡していること
･ クリソタイルを含むすべての種類のアスベス
トが、国際がん研究機関（IARC）によって既
知の人間に対する発がん物質に分類され；
アスベストのすべての用途に対して多くのよ
り有害性の少ない代替品が存在しているこ
と

また以下のことを考慮し：
2004年12月のICFTU世界会議が、その加
盟団体、地域組織、グローバル・ユニオンのパー
トナー及び傘下組織に対して、「アスベストの
使用及び商業利用の世界的禁止のために
キャンペーンし、関連するILO条約の批准を促
進し、また傘下組織とともに国の政府に対して、
今後のアスベスト使用をやめ、アスベスト製品
に曝露しまたは曝露するかもしれない労働者
及び地域社会を防護するための適切な、より
強化された防護対策を確保し、とくに影響を受
ける地域への経済的支援を含む、アスベスト禁
止により職を失う労働者の雇用転換プログラム
を実行するよう圧力をかける取り組みを行う」よ

包括的な世界の労働組合のアスベスト戦略
は、以下で入手可能な、整備中のアスベストに
関する国別プロフィールによって裏づけられて
いる。
 http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewpL_6.EN.pdf
これには、各国のアスベストに関する基本的
情報がおさめられている。
キャンペーンの目的のために、より簡単かつ
戦略的な内部用キャンペーン文書を現在準備
中である。このために、以下のような情報の提
供をお願いしたい。
･ すべての諸国：自国のアスベスト使用の現状
に関するデータ、すなわち、アスベスト・セメント
（とりわけ建材）、機械及び自動車製造、廃
棄その他のプロセスにおけるものなど、輸入
/輸出統計には現われないが含有され販売
されているアスベスト
･ すべての諸国：アスベストによる死亡及び傷
害に関する国レベルの統計。現在われわれ
は限られた推計数字しかもっていない。
･ 国分類#2及び#3の諸国：現時点における
自国政府がアスベスト禁止に向かう可能性
に関する評価
様 な々言語によるアスベストに関する労働組
合が作成した教材（現物ではなくリストのみで結
構）について知らせていただきたい。おって作
成する、入手可能な情報源の索引に組み込み
たいと考えている。
ILO SafeWorkには、アスベストとその危険
性に関する、労働組合リーダー向けの基礎的
な注意喚起課程の開発を援助するよう求める
つもりである。WFPHAは、広く普及することの
できる簡単なパワーポイント・スライド集を製作
することで合意している。さしあたり、（もしあな
たの国に存在していれば）WHO労働衛生コ
ラボレーティング・センターが、アスベスト関連疾
患に関する情報・教材を提供すべき立場にあ
ることに留意していただきたい。また、地元の
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う指示していること

ICFTU執行委員会は各国政府及び社会
パートナーに対して以下のことを支持するよう
要求する：
･ 国レベル及び世界的なアスベストの禁止及
び代替化の促進、また、各国におけるかかる
禁止を促進する労働組合の取り組みに対す
る支援
･ アスベスト曝露から労働者を防護するため
のより改善された措置及び最初のステップと
して、アスベストの使用における安全に関す
るILO第162号及び附随する第172号勧告
の最低基準としての批准及び実施
･ ノン・アスベスト製品の貿易を促進するプログ
ラムの策定
･ 雇用政策に関するILO第172号条約と附随
する第122号勧告及び防護措置の社会経
済的結果に関するILO決議に沿った、雇用
転換プログラムの策定による、アスベスト禁止
による雇用の損失を埋め合わせるプログラム
･ 例えばアスベストの除去、代替品の開発、監
督、監視、規制等に係る公共部門などに狙
いをつけた、財政援助プログラムを通じた、
有効な雇用の創出及び補償措置
･ アスベスト被害者をケアし、公正な補償を確
保するための、効果的な措置の制度化及び
関連するILO条約の批准

ICFTU執行委員会は国際的労機関に対し
て以下のことを要求する：
･  すべての種類のアスベスト及びアスベスト
含有物質の使用の廃絶を支持する健康優
先方針を採択し、また、かかる方針に関連す
るILO文書の批准及び実施を改善すること
･ 加盟各国に対して、ILO第162号条約と附随
する第172号勧告及び第122号条約の諸条
項の批准及び実施を促進すること
･ ILO第162号条約の未批准及び附随する勧

告の未実施の要因をよりよく理解して、理事
会に対して是正措置の助言を与えること
･ アスベストの生産、輸入、輸出及び使用の世
界的禁止を促進する決意を固めること
･ 加盟国及び地域が、労働環境及び社会環
境におけるアスベストの把握、管理及び除去
のための、また、必要な雇用転換措置のため
の国の方針及びプログラムを策定するのを
援助すること
･ アスベストの危険性に関する注意を高め

るために、国連の諸機関、とりわけ世界保健機
関とより緊密に協力すること

ICFTU執行委員会は労働者及び使用者
団体に対して以下のことを要求する：
･ すべての種類のアスベストの今後の使用の
禁止につながる行動及びプログラムを解する
こと
･ とりわけ国レベルにおいて、アスベスト禁止を
採用及び促進し、公正な雇用移行措置を策
定すべきことを、政府に確信させるための取
り組みを行うこと
･ 職場におけるアスベストの使用を禁止し、雇
用転換を促進するために、団体交渉その他
の手段を通じて、労働者及び使用者団体の
交渉の進展を支持及び促進すること
･ 最もリスクのある職業グループ、すなわちアス
ベストが使用されている既存の建築物や構
造物における修理、保全、改装、破壊、除去
及び船舶の解撤でアスベストに接触すること
を余儀なくされる作業に焦点を当てた、安全
衛生プログラム及び有効な規制（効果的なラ
イセンス制度、品質評価及び公的機関によ
る十分な監督を含む）を策定すること
･ アスベストの製造及び販売に責任を有する
者が、その製品の使用により傷害を負った
個々人に対するいかなる法的責任をも免れ
ることのないよう確保すること

石綿対策全国連第19回総会
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過を報告した。
連帯あいさつとして東京労働
安全衛生センターから飯田勝
泰、全国安全センターから古谷
杉郎事務局長が新たな安全セ
ンターの設立を祝ってあいさつを
した。
つづいて、山本博さんから議
案の提起が行われた。労災被
災者や職業病の支援のための
相談活動を行うこと、アスベスト
問題の活動、職場改善支援に取
り組むという活動方針と予算、役
員、規約が提案され、参加者の
拍手で確認された。
役員体制では、中村さんが代
表、山本さんが事務局長に選出
された。
第二部では、記念講演として、
早川寛さん（神奈川県勤労者医
療生協・港町診療所事務長）が
「労働者の安全・健康とセンター
の役割」と題して講演を行った。
これからのぐんま労働安全衛
生センターの活躍に期待し、私た
ちも応援していきたいと
思う。
（東京労働安全衛生センター

事務局長・飯田勝泰）

ぐんま労働安全衛生センター設立
群馬●JR福知山線事故契機に結成準備

4月8日、群馬県高崎市内の国
労会館で、「ぐんま労働安全衛
生センター」の設立総会が開か
れた。センターづくりの中心は国
労高崎支部の方々。
昨年4月、JR福知山線の尼崎
事故はJRで働く人々にとってもま
さに衝撃的な事件であった。7
月には、国労高崎支部が中心と
なって実行委員会を作り、尼崎
事故と鉄道の安全に関するシ
ンポジウムを東京で開催、東京
労働安全衛生センターの平野
敏夫代表、小木和孝研究主幹
がパネラーとして討論に参加した
（2005年9・10月号91頁参照）。
尼崎事故の教訓から、群馬にも
労働安全衛生センターをつくろう
ということになり、準備会を続けて
きた。昨年12月には国労会館で

アスベスト健康被害ホットラインを
開設し、群馬県内の相談を受け
ていただいた。
設立総会には30人が参加。
国労高崎支部の関口広行さん
が司会をつとめ、最初に準備会
を代表して中村宗一さんが発言
に立ち、設立にいたるまでの経

自治体職場のアスベスト対策
山形●自治労安全衛生集会

2月16-18日、自治労安全衛生
集会（自治労本部主催）が山形
で開催された。集会の基調はア
スベスト、メンタルヘルス、セクシャ

ル・ハラスメントの3つだが、特にア
スベスト問題に力の入った集会
だった。
初日の全体集会では、中島圭

各地の便り
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子・自治労本部労働局次長が基
調提起を行った。石綿対策全国
連絡会議の傘下で「なくせ！アス
ベスト被害100万人署名」の運
動に取り組んできたことを踏まえ、
職場や地域においてアスベスト
対策に継続して取り組もうと提起
された。
続くシンポジウム「職場のアス

ベスト対策と自治体の役割」で
は、上野満男・自治労顧問医の
司会で、パネリストの井上浩さん
（自治労労働安全衛生研究会
顧問）、天明佳臣さん（神奈川県
勤労者医療生協港町診療所）、
森田洋郎さん（自治労横須賀市
職労副委員長）が発言した。
集会の全体報告は「自治体
労安研ニュース」等に譲るとし
て、ここでは2日目に開催された
8つの分科会のうち、第8分科会
「安全衛生ネットワーク／アスベ
スト対策と地域の安全衛生」を
紹介したい。筆者がアドバイザー
として参加したこの分科会では、
参加者35名が6つのグループを
つくり、3つのテーマに分かれて
それぞれ討論を行った。

【テーマ①】自治体職場の被
害掘り起こし

現状の問題点として、解体除
去する業者が少ない（技術的な
問題）、業者が嫌がる、自治体間
で温度差がある（予算の問題
等）ことが指摘された。それをう
けて、健診でアスベスト職場で働
いたことがあるかチェックする、レ
ントゲンを間接から直接撮影に
切り換える、委託や下請け職員
にも健診を広げる、現状把握の

徹底、職員の履歴を追跡調査す
ることなどが提案された。

【テーマ②】リスク・コミュニ
ケーション

現状の問題点として、情報が
少ない、情報の収集と活用が不
十分、専門家・機関が少ない、当
局と組合の連携や情報交換が
不十分、「今さらアスベスト被害
と言ったって、そんなもん30年前
からゴロゴロ職場に転がってい
る」という意識が現業労働者の
中にあり、機運が上がっていな
い、医師によって診断に見解の
相違があることが指摘された。
それを踏まえて、個人/市民、医
師、NPO、組合が集まり対策会
議を作る、職歴のメモ付運動や
システム化を図る、勉強会や教
宣紙を通じ関心を高めてもらうこ
とが提案された。

【テーマ③】チェックリストの
作成と活用

チェックリスト作成に際して、誰
が回答するかという視点から、
①行政としての責務チェック、②
労働組合としてチェツク、③住民
への周知（アスベスト含有日用

品の回収等）などに分類整理し
て、委託労働者へのチェック項目
（情報・作業方法・業者選定条
件）を追加し、住民を巻き込んだ
ものになるようにすることが提案
された。また、自治体労安研作
成のチェックリスト案は項目が多
いので、重要項目を選択して組
別の項目を分割することや、職場
に合った項目にすることなどが提
案された。
各グループ討論の結果は、助
言者のアドバイスを踏まえ、「安
全衛生アクションプラン」として次
のようにまとめられた。
① 各自治体でアスベスト使用
状況等の情報開示を行い、対
策を検討する。
② ネットワークを広げ、市民・
住民を巻き込んだアスベスト・
チェックリストを作る。
③ 退職者の会等と連携し、健
康被害対策を行う。
④ 安全衛生に関する情報を、
産別地域連合や市民と共有
化し、医師や弁護士等を活用
する地域ネットワークを
形成する。
（神奈川労災職業病センター

事務局長・西田隆重）

JR貨物で初の中皮腫認定
神奈川●JR・旧国鉄で37年間勤務

旧国鉄とJR貨物で37年間、操
車係として働き、胸膜中皮腫を発
症した小林忠美さん（61歳）が、

2月24日付けで横浜北労働基準
監督署から労災認定された。
小林さんは、1963年1月に旧

各地の便り
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国鉄に入社し品川駅に配属され
た。2000年6月末にJR貨物を退
職するまで、国鉄の民営化を挟
んで旧国鉄に24年間、JR貨物に
13年間、神奈川県内の新鶴見
操車場駅、浜川崎駅、新興駅、
横浜羽沢駅などで、操車係とし
て、貨車の入れ替え・列車の組
成に従事した。
胸膜中脾腫を発症後、労災申
請にあたって、当初、JR貨物での
アスベスト使用が明確でなかっ
たこともあり、旧国鉄でアスベスト
曝露したとして、昨年8月に独立
行政法人鉄道建設・運輸施設
整備支援機構国鉄清算事業本
部に業務災害申請を行った。同
国鉄清算事業本部は、請求は
受理したが、最終職場がJR貨物
であるから申請窓口は労基署だ
として調査を拒んだ。
そこでJR貨物横浜地区の所
轄である横浜北労基署にも2005
年11月4日に新たに申請を行っ
た。今回の認定は横浜北労基
署が行ったものだが、JR貨物で
も貨車のブレーキパットやマフ
ラー周辺に断熱材としてアスベ
ストを使用していたことが認定の
決め手となった。小林さんは、貨
車と貨車を連結する際にアスベ
スト粉じんに曝露したことを次の
ように証言している。
「貨車を連結する時や機関
車との連結では、連結器の下に
もぐってブレーキホースを扱いま
す。切り離しの仕事では機関車
と貨車の間でブレーキがかかる
と同時に連結器を開放します。
連結や切り離しの際には、機関
車等の操縦圧力がかかり、鉄粉

や埃が多く舞い上がりました。昼
間はあまり気にしませんでした
が、夜間はライトに照らされハッキ
リと粉じんが見えました。また、機
関車を誘導する際もマフラー周
辺から埃っぽい粉じんが舞い上
がっていました。」
貨車等のブレーキパットは制
輪子といい、摩耗の激しい高速
貨車には、石綿、鋳鉄粉末、黒
鉛などを特殊合成して樹脂加工
したレジン制輪子が使われてい
た。JR貨物では、この石綿入りレ
ジン制輪子を1995年まで使って
いた。レジン制輪子やマフラー
周辺のアスベスト使用について
の調査や資料提供などでは、国
労横浜支部に多大なご協力を
いただいた。
小林さんは労災認定後、「車
両の解体作業みたいに直接ア
スベストを扱っていない職場で
認定がとれたわけですから、若
干小さな風穴でも開いたかな
あ。現在でもJRの駅で立ってい
る駅員さんがいるでしょ。電車の
ブレーキがかかるときなんか大丈
夫かなあって。そういう人でまだ
泣き寝入りしている人がいっぱい
いるんじゃないかなあって」と、同
僚や後輩の健康を気遣った。
小林さんの身体は、2004年

10月に右肺を全摘出してから外
出もままならない状態が続いて
いる。今年1月21日には雪の中、
「JR・旧国鉄アスベスト被災者・
家族（遺族）の集い」に参加し、
翌日から肺炎で入院された。まだ
無理できる体ではないのだ。小
林さんは、中皮腫について、「良
い抗がん剤があれば。アメリカで
は認可されているらしいが、安全
とわかれば、日本でも認可しても
らいたい」と語った。再発の不安
を抱える小林さんにとって、中皮
腫に効く抗がん剤の開発は一刻
を争う切実な願いだ。
JRにおけるアスベスト被害に

ついては、JR東日本の長野工場
で中皮腫で亡くなられた方が一
人、労災認定されているだけだ。
国鉄清算事業本部で中皮腫や
肺がんなど業務災害認定を受
けている元国鉄職員は19名いる
（2006年2月10日付け）。いずれも、
車両の解体や補修作業に従事
してアスベスト曝露した方だ。そ
の意味で小林さんの認定は、車
両ブレーキやマフラーに使われて
いたアスベストに曝露したものとし
ては初めてであり、ご自身が言うよ
うにJR・旧国鉄のアスベスト被害
補償に大きな「風穴を開
けた」と言えよう。

1年2か月ぶりに休業補償支給
神奈川●防衛庁職員の退職後補償

2月17日、元防衛庁職員の池 田守男さん（82歳）は、ようやく休
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業補償（3年半分）を受け取るこ
とになった。公務災害認定され
てから1年2か月ぶりである。
池田さんは、海上自衛隊横須
賀地方総監部造修所で25年間
働き、小型船の修理やドッグの
見回り作業で石綿粉じん等に
曝露した。じん肺、続発性気管
支炎を発症し、2004年12月21日
に公務災害の認定を受けている
（2005年1・2月号97頁参照）。
しかし、横須賀地方総監部
は、療養補償は一括支払った
が、休業補償については、退職
後に支払った前例がないとして
後回しにした。池田さんの代理
人として神奈川労災職業病セン
ターは、「休業補償を受ける権利
は退職後も影響を受けないし、
国家公務員災害補償法（第7
条）にもそう明記してある。速や
かに支給すべし」と、再三要請し
たが、同総監部は、その場しのぎ
の受け答えに終始してきた。
ごく最近になって、「支給はす
るが、池田さんの当時の賃金明
細が見当たらない」など、もっと
もらしい理由をつけてくるように
なった。補償実施権者である横
須賀地方総監部厚生課は、「退
職後の支給は自衛隊では初め
て」で、「（支給が遅れたのは）平
均賃金の算定に時間がかかっ
たため」と、言い訳をしている。
この度し難い補償事務の遅
滞の影に、現場で汗して働く者
の安全と健康を軽視する姿勢が
垣間見える。
池田さんは、以前は携帯用酸
素ボンベを持って家のまわりをよ
く散歩しておられたが、最近は

家にじっとしていることが多く、容
量の大きい酸素ボンベを使うよ
うになった。休業補償の支給決
定が通知されたときは、入院中
だった。じん肺の症状が悪化し
て、在宅の酸素療法が困難にな
り、病院での緊急治療が必要に
なったためだ。

3月1日に放映されたNHK首都
圏ニュースで、池田さんは、「お金
の問題じゃない。元のからだを返
してほしい」と訴えておられた。
80歳を過ぎてじん肺と闘いなが
ら、あきらめないで頑張る池田さ
んの真骨頂もそこにある
ような気がする。

47年前、石綿麻袋で中皮腫
東京●生前の労災認定間に合わず

東京都内に住むTさん（62歳、
男性）は、昨年5月、悪性胸膜中
皮腫を発症した。埼玉県内のあ
る運送会社で長距離トラックの
運転手として勤務し、定年退職
されていた。
この病気がアスベストが原因
であることを医師に告げられたT
さんは、一生懸命これまでの記
憶をたどる中で、確かに思い当た
ることがあった。
中学校を卒業後、東京に出て

きて台東区浅草にある小さな椅
子の製作所に住み込みで働くよ
うになった。そこでは見習いとし
て、椅子の座席部分、ソファーの
寝床にバネをつけたり、藁、綿を
敷き詰め、その上から生地の下
地に麻袋を裁断して張り付ける
作業をしていた。
その当時の麻袋は石綿が
入っていたものを再利用して
使っていた。社長がどこからかま
とめて仕入れてきて、倉庫に保
管してあった。麻袋を倉庫から

必要な分だけ作業場に持ち込
み、それを裏返し、付着していた
白い石綿の粉を払い落とし、椅
子やソファーベッドのサイズに合
わせてハサミで裁断し、釘でそれ
を張り付けていた。麻袋の石綿
は手で握ると固まるほど付いて
いたそうである。
作業場を掃除するときは、床に
堆積した白い石綿をエアーで吹
き飛ばしていた。もちろん、当時、
石綿の有害性などだれも教えて
くれなかった。
この仕事を7年やったあと、一
時期家具店で働いたが、それか
らは運送会社で大型トラックの
運転の仕事をしており、ほかに石
綿ばく露の可能性は考えられな
かった。
浅草の椅子の製作所はとうの
昔になくなり、関係者もいない。
幸い一緒に働いた先輩が横浜
市にいることがわかり、石綿麻袋
とそこでの作業について貴重な
証言を得ることができた。
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昨年9月、上野労働基準監督
署に労災申請。この当時、石綿
麻袋は商品として積極的に再利
用され、流通していたことを裏付
ける日本石綿協会の機関紙の
記事もみつかった。それでも、上

野労基署の調査は長引いた。
昨年12月、病院にお見舞いに

うかがった翌朝、Tさんは旅立た
れた。そして本年3月、やっと認
定の通知が遺族のもと
に届けられた。

転落労災事故訴訟が和解
大阪●「救急車なんか呼ぶな」に怒り

1999年10月の労働災害により
元請建設会社に損害賠償を求
めていたYさんの訴訟が、この1
月に和解解決した。Yさんに障
害等級10級の後遺症を負わせ
た責任を軽く考え、わずかな補
償で解決しようとしてきた元請に
対して、Yさんの粘り勝ちとなっ
た。
Yさんは電気工で、普段は建
設現場などの仮設小屋の空調
設備の据付、取り外しが仕事で
あった。しかし、玉掛けなどの資
格を有していたために、会社から
淀川左岸線基盤工事現場での
配管作業を命じられ、そこで労
災事故が起こった。
Yさんは、仮設の配管のネジ
止め作業を命じられ、最初は横
の壁の足場から作業を行ってい
たが、管の下側をとめるには手が
届かなかったため、やむなく配管
にまたがり下側のネジ止めをおこ
なった。すると配管を支えていた
ブラケットが曲がるか、はずれるか
したため、Yさんは配管とともに3
メートル下の側溝の中に転落し

頭部や腰を強打、負傷した。
Yさんは治癒後も、腰痛、頚椎

を痛めたことによる眼や頭部の
痛みに苦しめられ、今までのよう
な仕事に就くことはできない。
元請会社は、マリコンの東亜
建設工業㈱、Yさんが直接損害
賠償の話し合いを求めたことに
応じたが、当初、安全帯をYさん
が正しく使用していなかったこと
をもって、Yさんの過失を4割とし
たとんでもない回答を行った。
肝心の配管が落ちたという事
故の原因については何も言及せ
ず、交渉でいかに補償額を下げ
るかに終始した。たとえ安全帯
を正しく使用していても配管が
落下すれば、Yさんは安全帯で
宙吊りとなり衝撃でやはり負傷し
ていただろう。こちらの主張はも
ちろん仮設にしろ、ブラケットが土
砂の圧送管に耐える強度を有し
ていなかったことにあった。
Yさんによると、ブラケットを溶
接した作業員が錆びた壁への
溶接ではがれやすいと言ってお
り、危険な現場なので早く作業を

済まそう、という雰囲気が作業員
たちの間にはあった。また、監督
はとにかく早く作業するように指
示しており、Yさんが圧送管の下
側のネジを止めるのに上からで
は手が届かないのでどうするの
かと指示を求めた際にも、「何で
もいいから早くしろ！」と答えてい
た。
Yさんは安全に作業できない

からといって仕事を断るわけにも
いかず、やむをえず、配管にまた
がって作業し、安全帯も届かな
かったためきちんと使用しなかっ
た。そのうえでの事故であった。
結局、話し合いでは東亜建設

が財力があるにもかかわらず、も
う少しのところで金額を上げるの
をけちったためにまとまらず、Yさ
んは訴訟をおこした。
訴訟でも東亜産業は、Yさん

の安全帯の過失ばかり主張し、
事故の詳しい報告資料も提出
せず、事故の原因が何であった
かをはっきりさせようとはしなかっ
た。裁判所から和解の話があっ
たとき、Yさんの代理人の奥山泰
行弁護士が、そもそもの事故に
ついてYさんにはまったく責任が
なく、東亜建設の責任が重いこと
について裁判官を強く説得、和
解の上限額を勝ち取った。
損害賠償についてはそれで
解決したが、Yさんが一貫して怒
りをもって訴えていたのが、転落
し痛みに耐えているYさんの耳
に、「救急車や」、「あほか、そん
なん呼ぶな」と聞こえたことだっ
た。
現場では、格好だけのKY活
動で安全衛生活動をやっている
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という体裁を整え、実際には平
気で危険な作業を行わせ、事故
が起これば救急車は呼ぶな、で
ある。一体、何人の犠牲者が出
ればその体質を改められるので

あろうか？ JR脱線事故のような
大勢が犠牲になる事故が起こっ
てからでは遅すぎる。

（関西労働者安全センター）

石綿分析を開始しました
東京労働安全衛生センター●

東京労働安全衛生センター
は、昨年の12月から建材等の石
綿含有の検査を開始した。従来
から行なっていた気中石綿濃度
の測定に加えて、新たにエックス
線回折装置と位相差顕微鏡を
導入し、これらを使用する分析
が可能になった。開始から3か
月、たいへん依頼が多く、稼働率
120％の状態が続いているが、
測定や分析を続ける中で、石綿
に特徴的な課題が多く残されて
いることも実感している。
吹き付けや建材の石綿含有
分析は、エックス線回折分析法
と分散染色法を併用して、定性
（石綿を含有の有無の確認）を
行い、含有している場合には定
量（含有率の確認）をさらに精確
なエックス線回折分析法で行な
うという、たいへんに手間のかか
るものである。
エックス線回折分析法は、エッ

クス線回折装置が自動的に回
折強度を読み取り、チャートにす
るが、それを読み取るには熟練
が必要である。分散染色法は、
石綿に特有の分散色を顕微鏡

で探すが、石綿は親和性が良い
ため、周りにセメントや石膏など、
たくさんの粒子をつけていて、見
つけ出すのに苦労する。
空気中の一酸化炭素濃度は
ppm（100万分の1）、水の中のダ
イオキシン濃度はppb（10億分の
1）の単位で表すが、建材中の石
綿含有率はこれだけの手間をか
けても1％（100分の1）の有無が
どうにか判定できる程度のもの。
また、吹き付け石綿と岩綿につ
いてはこの方法で判定できるが、
それ以外の建材では、他の含有
物の予測がつかず、判定に苦し
むことがある。さらには堆積した粉
じんやゴミ、山で拾った鉱物まで
も持ち込まれ、苦労が絶えない。
難しい分析では、エックス線回折
分析は「暗闇を手探りで進む」感
があり、分散染色は「大海に落ち
た針を探す」気がしてくる。
また、「吹付け石綿の下で働
いているが、石綿濃度はどれくら
いなのだろう」と濃度測定の依
頼をよくいただくが、実はこれを
的確に測定する方法は現在の
日本にはない。

最も一般的で、作業環境測定
でも使用されるPCM法は、フィル
ターに集めた石綿を顕微鏡で計
数するものだが、繊維状の粒子
は石綿に限らず全てを計数して
しまう。濃度が高い工場などで、
空気中に10本/L以上の石綿が
ある場合には、この方法で十分
に測定できるが、より低濃度（1本
/L程度）の場合には、計数する
繊維のうち石綿以外もの、例え
ば衣類の繊維などの割合が高く
なり、精確な濃度を測定すること
が困難になる。
現在、検討が進められている
方法は、分散染色位相差顕微
鏡を使用して、石綿に特徴的な
分散色を示す繊維を計数する
ことにより石綿のみの濃度を測
定しようとするもの。しかし、これ
には前処理に高価な装置が必
要なことと、測定者が自分の目で
繊維の形状を観察する従来の
PCM法に加えて、色の判断も加
わることから、測定者の技量や
顕微鏡の微妙な調整の影響を
受けるという難点があり、容易に
は普及しないのではないか。
私たちの周囲には、たくさんの
石綿を含んだ製品があふれて
いて、そのことを不安に感じて、
様々な質問や疑問、さらに測定
の依頼が寄せられているのだと
思う。しかし、石綿の測定や分析
ではこうした限界があるのが現
状である。
こうしことを理解した上で、新し

く始まった石綿分析事業を暖か
く見守っていただきたいと、皆さ
んにお願いいたします。
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